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第 ２ 回 熊本県議会 経済常任委員会会議記録

平成20年６月25日（水曜日）

午前10時０分開議

午後１時１分閉会

本日の会議に付した事件

平成20年度主要事業等説明

議案第１号 平成20年度熊本県一般会計補

正予算(第１号）

議案第２号 平成20年度熊本県高度技術研

究開発基盤整備事業等特別会計補正予算

（第１号）

報告第４号 平成19年度熊本県高度技術研

究開発基盤整備事業等特別会計繰越明許

費繰越計算書の報告について

報告第６号 平成19年度熊本県電気事業会

計建設改良費繰越額の使用に関する計画

の報告について

報告第７号 平成19年度熊本県電気事業会

計事故繰越額の使用に関する計画の報告

について

報告第８号 平成19年度熊本県工業用水道

事業会計事故繰越額の使用に関する計画

の報告について

閉会中の継続審査事件について

報告事項

①商工観光労働部における平成19年度の行

財政改革の取組みについて

②熊本県中小企業振興基本条例に基づく取

組みについて

③企業局における平成19年度の行財政改革

の取組みについて

④荒瀬ダム撤去の凍結について
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委 員 長 佐 藤 雅 司
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観光物産総室長 梅 本 茂
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午前10時０分開議

○佐藤雅司委員長 それでは、全員おそろい

でございますので、ただいまから第２回経済

常任委員会を開会いたします。

まず、本日の委員会に３名の傍聴の申し出

がありましたので、これを認めることにいた

しました。

開会に当たりまして、一言ごあいさつを申

し上げます。

さきの第１回委員会におきまして委員長に

選任いただきました佐藤雅司でございます。

今後、１年間、隣におられます溝口副委員長

とともに円滑な委員会運営に努めてまいりた

いと思いますので、どうぞよろしくお願い申

し上げます。また、委員各位におかれまして

は、御指導、御鞭撻のほどをよろしくお願い

申し上げます。

それから、商工観光労働部長、それから企

業局長、労働委員会事務局長を初めとする執

行部の皆様方におかれましても、御協力のほ

どよろしくお願い申し上げます。

簡単でございますが、ごあいさつとさせて

いただきます。

続きまして、溝口副委員長の方からごあい

さつをお願い申し上げます。

○溝口幸治副委員長 副委員長に選任いただ

きました溝口幸治でございます。１年間、ど

うぞよろしくお願い申し上げます。

○佐藤雅司委員長 本日の委員会は、執行部

を交えての初めての委員会でありますので、

執行部の幹部の職員の自己紹介をお願い申し

上げます。なお、自己紹介は、課長以上につ

いて自席からお願い申し上げます。また、審

議員、課長補佐につきましては、お手元の委

員会資料の役付名簿で御承知おきいただきた

いと思います。

それでは、商工観光労働部長から順にお願

いをいたします。

(商工観光労働部長、次長～労働委員会

事務局審査調整課長の順に自己紹介)

○佐藤雅司委員長 それでは、どうぞよろし

くお願い申し上げます。

次に、主要事業等について、資料に従いま

して執行部説明を求めた後、６月補正予算等

の議案を議題とし、これについて審議を行い

ます。

、 、なお 主要事業等及び付託議案等の質疑は

６月補正予算議案の説明が終了した後、一括

して受けたいと思います。

それでは、商工観光労働部長から総括説明

を行い、続いて各課長から主要事業等説明資

料に従い説明をお願いいたします。

以下、企業局、労働委員会事務局の順にお

願いいたします。

それでは、島田商工観光労働部長、お願い

いたします。

○島田商工観光労働部長 商工観光労働部関

係の主要事業等並びに付託議案等の説明に先

立ちまして、県内の景気、雇用状況に関する

認識及び当部の取り組みの基本的な方針につ

きまして、簡単に御説明を申し上げます。

日本銀行熊本支店が５月末に発表しました

金融経済概観によりますと、県内の景気は、

回復テンポの鈍化が広範化していると、やや

後退をした表現となっております。

特に、県内企業の大部分を占める中小企業

にとりましては、原油を初めとした原材料価

格の高騰などを背景に、依然として厳しい経

営環境が続いております。

また、雇用面においても、県全体の有効求

人倍率は低下傾向にあり、全国と比較して厳

しい状況が続くなどの課題を抱えておりま

す。

こうした中にあって、商工観光労働部とし

、 、 、ましては 景気 雇用の減速局面を乗り切り

県経済の発展につなげるために、意欲ある中
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小企業の支援や戦略的な地域産業振興施策の

展開と人材育成、そして、九州新幹線鹿児島

ルートの全線開業を見据えた観光、物産の振

興に重点的に取り組み、稼げる県を目指した

いと考えております。

まず、意欲ある中小企業の支援につきまし

ては、昨年施行されました熊本県中小企業振

興基本条例の趣旨を踏まえ、経営革新や新事

業展開等に取り組む中小企業を支援してまい

ります。

具体的には、本県の中小企業の技術力を一

層強化するため、産業技術センターの整備を

着実に進めるとともに、中小企業に対する金

融支援の充実や中心市街地の活性化などに取

り組んでまいります。

また、地域資源や成長分野における取り組

みを支援するくまもと夢挑戦ファンドの創設

や農商工連携などに取り組むこととしてお

り、６月補正予算において御提案を申し上げ

ております。

次に、戦略的な地域産業振興施策の展開と

人材育成につきましては、産業構造の変革に

的確に対応しながら県内のリーディング産業

を育てていくため、ものづくり、セミコンダ

クタ、バイオの３つのフォレスト構想と、自

動車関連、ソーラー、情報サービス、健康サ

ービスに係る４つの戦略の推進に取り組みま

す。

また、企業誘致につきましては、新たな工

業団地の開発に着手するとともに、知事のネ

ットワークを生かしたトップセールスの展開

など、戦略的な企業誘致に取り組みます。

さらに、産業界のニーズに応じた人材の育

成や確保等に取り組みますとともに、国、市

町村等と一体となって雇用創出の実現に努め

てまいります。

次に、九州新幹線鹿児島ルートの全線開業

、 、を見据えた観光 物産の振興につきましては

歴史回廊くまもと観光立県宣言の具現化に向

、 、けて ＫＡＮＳＡＩ戦略とも連携をしながら

新・観光パートナーシップアクションプラン

――これは仮称でございますが、を策定し、

国内外からの誘客に努めるとともに、県産品

の開発、販路開拓の強化に取り組みます。

それでは、平成20年度主要事業及び新規事

業説明資料について説明をさせていただきま

す。

資料の１ページをお開きをお願いしたいと思

います。

初めに、当部の組織機構についてでござい

ますが、本庁が２総室４課、出先機関が５機

関でございます。職員数は、本庁162名、出

先機関114名の合わせて276名となっておりま

す。

なお、２ページから８ページまでは当部の

役付職員名簿及び事務分掌となっておりま

す。

９ページに平成20年度６月補正後の予算総

括表を掲げておりますが、一般会計、特別会

計合わせまして355億3,342万円余で、前年度

当初予算比で17億6,821万円余の増となって

おります。

この増の要因は、６月補正予算において御

提案申し上げております、くまもと夢挑戦フ

ァンド創設事業の増などによるものでござい

ます。

以下は担当課長、総室長から説明をさせま

す。

次に、商工観光労働部関係の提出議案につ

いてでございますが、お手元の経済常任委員

会補正予算、条例等関係説明資料の１ページ

をお開きいただきたいと思います。

６月補正予算としまして、一般会計と特別

会計を合わせまして49億4,680万円余の増額

補正をお願いしております。

また、平成19年度から平成20年度への繰越

額の確定に伴います繰越計算書の報告関係１

件を御提案いたしております。

そのほか、本日は、商工観光労働部におけ

る平成19年度の行財政改革の取り組みについ
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てなど、２件について御報告をさせていただ

きます。

詳細につきましては、担当課長、総室長か

ら説明させますので、よろしく御審議いただ

きますようお願いを申し上げます。

○宮尾商工政策課長 商工政策課でございま

す。よろしくお願いいたします。

お手元の委員会資料の平成20年度主要事業

及び新規事業説明資料をお願いいたします。

資料の10ページ目からが商工政策課分でご

ざいます。

項目１番は、商工会、商工会議所、商工会

連合会に対する補助金でございます。

小規模事業者に対する経営指導などの支援

を行います県内の商工会62団体、商工会議所

９団体、商工会連合会の経営指導員等の人件

費、事務費、事業費を補助するものでござい

ます。

２番の組織化指導費補助は、中小企業の組

織化及び育成を図るため、県中小企業団体中

央会に対し、人件費及び事業費を補助するも

のでございます。

３番の農商工連携推進事業は、新規事業で

ございますが、本県の基幹産業であります農

林水産業と商工業の連携を強化して、ビジネ

スチャンスを拡大し、地域経済の活性化を目

。 、指すものでございます 予算につきましては

推進協議会の設置など、推進体制整備の予算

でございます。

農商工連携につきましては、既に庁内の推

進会議を設置し、また、支援組織としての地

域連携拠点を商工会議所等に配置しておりま

、 、すが この取り組みを全県的に進めるために

関係団体や支援機関をメンバーとする協議会

をできるだけ早く立ち上げたいと考えており

ます。

11ページをお願いいたします。

11ページの４番から12ページの６番にかけ

ましては、商店街関係の予算でございます。

まず、４番の中心市街地商店街等活性化支

援は、中活法に基づき設置されました中心市

街地活性化協議会が行います事業に対し支援

するものでございます。

、 、 、 、 、現在 県内では ５つの市町 熊本 八代

菊池、さらに、植木町、山都町でございます

が、この５つの市町で協議会が設置されてお

、 、 、り ２つの市――人吉 山鹿でございますが

で協議会設立を計画しているというところで

ございます。

事業概要の(1)は、基本計画の認定を受け

た、またはこれから受けようとする中心市街

地協議会の構成団体であります商工会議所、

商工会等が行いますソフト事業に対しまし

て、テクノ産業財団を通して補助するもので

ございます。

(2)は新規事業でございますが、中心市街

地活性化協議会が実施する空き店舗対策を支

援するものでございます。

市町村、商工団体、商店街のみならず、地

域住民も参加します地域住民参画型のプロジ

ェクトチームを組んで、中心市街地の活性化

を図ることとしております。

11ページ下段の５番でございますが、商店

街パワーアップ支援事業は、上記４の中心市

街地以外の商店街について、人材育成や商店

街の戦略策定など、活性化の方策についてソ

フトの面から支援を行う事業でございます。

くまもと商店街大学、アドバイザー派遣、モ

ニター等の事業でございます。

12ページをお願いいたします。

６番は、がんばる商店街総合支援事業でご

ざいますが、(1)が、地域連携型の商店街づ

くり事業として、商店街がまちづくり団体や

施設、学校など地域団体と連携して取り組む

商店街活性化事業に対する補助事業でござい

ます。

(2)は、商店街が行うチャレンジショップ

など、モデル的なソフト事業や街路灯やカラ

ー舗装などの施設整備に対して、市町村を通
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じた補助を行う事業でございます。

(3)は、昨年から実施しておりますが、イ

ンターネットを活用しましたブログ販促講座

でございます。

(4)は、大型店の立地に関するガイドライ

ンに伴う事業の事務費でございます。

13ページをお願いいたします。

７番の中小企業海外チャレンジ支援事業

は、海外転換を目指す県内の中小企業の支援

でございますが、ジェトロ、県貿易協会など

と共同で、中小企業に対し、研修会、商談会

などの機会を提供するほか、上海とシンガポ

ールにビジネスアドバイザーを委託により設

置しておりまして、現地からの情報提供や便

宜供与を行うものでございます。

その下、８番のサービス産業振興事業は、

事業概要の(1)と(2)が、県の新たな産業振興

を図るため、今後成長が期待される県内の健

康サービス産業の支援でございまして、協議

会の負担金と、それから産学連携のコーディ

ネーターの設置をするものでございます。

(3)は、サービス産業の誘致事業でござい

まして、コールセンターやアウトソーシング

センターなどと呼ばれます情報サービス産業

の拠点を中心市街地に誘致を行うものでござ

います。平成10年度から企業誘致を始めてお

りますが、これまでに５件の誘致を行ってお

ります。

この予算額が１億5,899万5,000円となって

おりますが、このうち１億3,500万円が18年

度に誘致しました２社の補助金でございま

す。そのほか、1,160万円がテクノプラザビ

ルの管理委託料ということでございます。

以上が商工政策課の主要事業でございま

す。よろしくお願いいたします。

○前田産業支援課長 産業支援課でございま

す。よろしくお願いいたします。

資料の14ページをお願いいたします。

まず、１番のものづくりフォレスト・自動

車関連産業推進事業でございます。全部で９

つの事業で構成されておりますが、そのうち

主なものについて御説明を申し上げます。

、 、まず (2)地域結集型共同研究推進事業は

熊本大学で開発されました次世代マグネシウ

ム合金技術を核に、熊本地域に当合金を活用

した研究開発産業拠点を形成することを目指

すものでございます。

次の15ページですが、(7)自動車関連産業

元気づくり対策緊急事業でございますが、北

部九州地域への自動車関連産業の集積に伴い

まして、県内自動車関連企業の技術力強化を

図り、自動車関連産業への新規参入や取引拡

大を図るための補助を行うものでございま

す。

また、(8)産業技術顧問の登用ですが、こ

れは、産業技術センターの機能強化を図りま

すとともに、自動車関連産業への県内企業の

参入と取引拡大を図るため、専門的な知見、

経験を有する人材を登用するものでございま

す。本県生まれの日産自動車出身の方を採用

する予定としております。

次に、(9)農商工連携推進事業費補助につ

いてでございますが、農商工連携に取り組む

企業や農林漁業者を資金面から支援するため

に、熊本の地域資源である県産農林水産物を

活用した新商品開発や販路開拓などへの補助

を行うものでございます。

続きまして、２番のセミコンフォレスト・

ソーラー関連産業推進事業でございます。16

ページをお願いいたします。

主な事業の概要といたしましては、民間組

織であるセミコンダクタフォレスト推進会議

への支援等を行いますとともに、ソーラー関

連産業では、新規事業としまして、熊本発・

地球を救うグリーンコンシューマー運動とし

て、県内企業が開発した応用製品の紹介及び

ソーラーパークの表彰や講演を行うシンポジ

ウム等を実施することといたしております。

次に、３番のバイオフォレスト形成推進事
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業でございます。

この事業は、平成17年６月に策定しました

熊本バイオフォレスト構想の推進を図るため

の事業でございます。

バイオビジネス展開促進事業は、産学連携

により開発するバイオ関連分野の新製品等の

事業化資金を補助するものでございます。

17ページをお願いいたします。

４番の産業技術センター本館等整備事業で

ございますが、産業技術センターの施設整備

に伴う経費でございます。

平成19年度に基本設計を完了しております

が、平成20年度は、実施設計を行いますとと

もに、計量検定業務等を行う実験棟１の建設

及び建てかえを行わない３つの分館の建物内

部の改修工事などを実施することとしており

ます。なお、施設の竣工、オープンは平成22

年度中を予定しております。

次に、５番の産学行政連携推進強化事業で

ございますが、この事業は、産学行政が連携

した広域ネットワークを構築しまして、産業

界のニーズと大学の研究シーズを結びつけ、

研究成果の技術移転を促進することにより、

新事業、新産業の創出を図るものでございま

す。

６番のくまもと夢挑戦ファンド創設事業で

ございますが、この事業は新規事業でござい

まして、中小企業基盤整備機構の地域中小企

業応援ファンドの資金を活用したくまもと夢

挑戦ファンドを創設し、その運用益によりま

して県内の中小企業が取り組む商品開発、販

路拡大を支援するものでございます。

なお、支援分野は、地域資源を活用した新

商品の開発、販路拡大、それから半導体バイ

オなど、県が成長分野と位置づけている分野

における製品開発、販路拡大などを予定して

おります。

18ページをお願いいたします。

次に、７番のインキュベーション施設調査

事業でございますが、この事業は新規事業で

ございますが、地方のビジネスチャンスを創

造するため、県北、県南地域における新たな

インキュベーション施設の設置に向け、企業

ニーズ及び活用可能な施設等の実態調査を行

うものでございます。

次に、８番の産業技術センターにおける技

術指導及び研究開発等の支援でございます

が、産業技術センターでは、地域企業等の技

術力の向上に資するため、技術相談や依頼試

験等に対応しながら、独自のあるいは共同の

研究テーマにも取り組んでおります。

産業支援課は以上でございます。よろしく

お願いをいたします。

○藤好経営金融課長 経営金融課でございま

す。よろしくお願いいたします。

資料の20ページをお願いいたします。

まず、１の中小企業金融総合支援事業でご

ざいますが、これは制度融資に関するもので

ございまして、中小企業者への円滑な資金供

与を行うため、融資に伴う貸付原資を金融機

関に預託して運用しているものでございま

す。

今年度も７つの資金を用意しております

が、新規融資枠としては全体で419億5,000万

円を予定しております。また、融資に係る保

証協会の保証料補助などに、保証協会の代位

弁済に伴います損失補償もあわせて行ってお

ります。

次に、下段でございますが、今年度の融資

制度の主な改正点を記載しております。

まず、一番下の注意書きを説明させていた

だきたいと思いますが、責任共有制度につい

て記載しております。

この制度は、昨年10月に全国的に導入され

たものでございますが、金融機関と信用保証

協会の適切な責任分担を図る目的で、それま

で貸し倒れリスクについては保証協会が100

％負担していたものを、当該リスクの一部、

20％を金融機関が負担することとなったもの
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でございます。ただ、当面の措置として、上

の方に記載しております創業に関するもので

ございますとか、小規模事業者に関するもの

など、一部対象外とされております。

こうしたことから、上に記載しております

が、創業者支援資金については、責任共有制

度の対象外となる、つまり従来の保証協会の

100％保証となりますものに組みかえますと

ともに、あわせて廃業を経験した者の新たな

取り組みを支援するため、再チャレンジ枠を

別に設定をしております。

また、小規模事業者に対する資金について

は、責任共有制度の対象外でございます小規

模事業者おうえん資金を昨年10月に別途設け

ておりましたが、今年度、従来の小規模事業

者資金を廃止しまして、この小規模事業者お

うえん資金に整理したところでございます。

、 。続きまして 21ページをお願いいたします

２の貸金業指導監督についてでございます

が、これは、貸金業法に基づき、貸金業者の

登録や当該登録業者の指導監督並びに利用者

、 、等からの苦情 相談への対応等を行っており

利用者の保護並びに貸金業の健全化に努めて

いるものでございます。現在、県登録の貸金

業者は136業者となっております。

なお、改正貸金業法は段階的に施行されて

きておりまして、最終的には、いわゆるグレ

ーゾーン金利の撤廃や貸し付けの総量規制の

導入等が実施されるということになっており

ます。

それでは続きまして、22ページをお願いい

たします。

３の中小企業高度化資金等貸付についてで

ございます。

まず、(1)の高度化資金貸付金についてで

ございます。

これは、中小企業者が協同組合等を組織し

まして工場の団地化や共同店舗等を建設する

場合に、中小企業基盤整備機構と協調しまし

て、長期、低利の融資を行うものでございま

す。

貸し付け方法にはＡ方式、Ｂ方式の２種類

ございまして、Ａ方式は、県が中小企業基盤

整備機構から資金の一部を借り入れまして貸

し付けるものでございます。これに対しまし

て、Ｂ方式は、２つ以上の県にまたがる広域

の事業に対する貸し付けで、中小企業基盤整

備機構が関係する県から資金の一部を借り入

れて貸し付けをするものでございます。今年

、 、度は Ａ方式によるものが４つの貸し付け先

それから、Ｂ方式によるものが１つの貸し付

け先となっております。

次に、(2)の設備貸与資金貸付金について

でございます。

これは、小規模企業者等が設備の近代化を

図るための資金でございます。県がテクノ産

業財団に原資を貸し付けまして、同財団が企

業に対して設備の貸与を行うものでございま

す。今年度は４億円の貸し付け枠を設定して

おります。

以上でございます。よろしくお願いいたし

ます。

○小野上企業立地課長 企業立地課でござい

ます。どうぞよろしくお願いいたします。

23ページをお願いいたします。

企業誘致促進対策事業でございますが、こ

の２～３年、企業立地が好調に推移しており

ます。今年度も、蒲島新体制のもと、積極的

な企業誘致を展開したいというふうに考えて

いるところでございます。

企業誘致は、ターゲット企業に何度も訪問

をいたしまして、交渉を重ね、成果に結びつ

けていくというのが基本のやり方でございま

すが、人脈を広げる手法といたしまして、記

載のとおり、セミナーを開催したり、あるい

は産業展示会等へ足を運びながら、多くの企

業に熊本をアピールしたいというふうに考え

ております。

(3)番に、企業誘致トップセールス事業と
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いうのを記載しております。

本議会の補正予算で計上している新規の予

算でございますが、中部地区での自動車関係

セミナーの開催を初めといたしまして、知事

自身のネットワークを生かしたトップセール

スを行っていくというものでございます。予

算額につきましては、これらに必要な行動費

等の事務費を計上しているところでございま

す。

24ページをお願いいたします。

企業立地促進費補助でございますが、企業

誘致は、他の県との誘致競争が一段と激しく

なっておりまして、企業の本県への立地投資

を促進させるための、いわゆるインセンティ

ブとしての補助金制度を創設しておりまし

て、本年度は19億8,000万円余を計上してい

るところでございます。

次に、外資系企業立地促進対策事業でござ

いますが、(1)の外資系企業立地促進事業で

ございます。

本県では、外資系企業の誘致にも力を入れ

ておりまして、毎年、アメリカで行われてお

ります半導体の産業展示会、セミコンウエス

トにも本県ブースを出展いたしまして、本県

立地環境のＰＲを行うとともに、企業ブース

訪問等による誘致活動を実施しているところ

でございます。

次に、25ページ、(2)でございますが、海

外企業誘致ネットワーク拠点設置事業でござ

います。

平成14年度から、アメリカシリコンバレー

の中心部にありますスタンフォード大学に職

員を派遣しておりまして、その職員が行いま

す海外の先端企業の訪問でありますとか、情

報の収集、あるいは本県立地環境の情報発信

などを行っているところでございます。

次に、３番目の工業団地の分譲促進でござ

いますが、企業立地を進めるためには、企業

のニーズに応じた受け皿を常に準備をしてお

く必要があるわけでございます。

(1)のくまもと臨空テクノパークにつきま

しては、平成17年度から事業に着手をしてお

りまして、４年目の今年度、造成が完了をす

る予定になっております。全体事業費が28億

、 、円程度でございまして 最終年度の今年度は

造成工事終了後の確定測量調査でありますと

か、第２空港線からの左折レーン整備に係る

工事等を計上しているところでございます。

(2)の半導体関連企業向け新規工業団地建

設事業でございますが、臨空テクノパークを

選定する際に、工業団地の適地候補地となり

ました菊池市旭志の川辺地区におきまして、

環境影響評価調査を実施するものでございま

す。

また、(3)の工業団地開発可能性調査でご

ざいますが、地域間格差をなくし、県土の均

衡ある発展を図るということから、県南地域

の市町村が行います工業団地建設に対しまし

て、地下水調査など必要な調査の一部を実施

いたしまして、市町村の支援を行うというも

のでございます。

企業立地課は以上でございます。どうぞよ

ろしくお願いいたします。

○梅本観光物産総室長 観光物産総室でござ

います。26ページ以下です。よろしくお願い

いたします。

26ページの観光アクションプランの推進事

業でございますけれども、当室といたしまし

ては、知事が今議会の冒頭で行いました歴史

回廊くまもと観光立県宣言を具現化する取り

組みを展開してまいりたいと考えておりま

す。

この26ページが全体の総括表になっており

まして、Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ、Ⅴと書いておりま

すが、Ⅰ番の文化と歴史の薫り高い観光地と

しての熊本を磨く戦略、Ⅱ番目の熊本のおも

てなしの心を生かす戦略が主に県内の取り組

みでございます。それから、Ⅲ番の国内各地

から熊本の人を招く戦略、これが予算額とし
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ては最も多うございますけれども、国内から

の誘客でございます。Ⅳ番の外国から熊本に

人を招く戦略といたしましては、東アジアを

中心に、諸外国から誘客する取り組みでござ

います。最後に、Ⅴ番目の観光立県宣言の推

進といたしまして、県民総力戦でこの観光振

興を図るための県民推進委員会、仮称でござ

いますが、このようなものを実践的、実動的

組織として立ち上げたいと考えております。

また、知事が本議会の代表質問でお答えい

たしました、環境立県条例の制定に向けた取

り組みをしていきたいと考えております。

最後に、事業期間で、平成20年から23年度

と書いておりますが、現在の観光アクション

プランが平成19年度で終期を迎えますので、

本年度からスタートいたします新しい観光ア

クションプランを、具体的な数値目標を盛り

込みながらできるだけ急いでつくり上げて、

環境立県宣言の具現化に向けて取り組みたい

と考えております。

27ページでございます。

先ほど御説明した内容を具体的に御説明す

るものでございますが、まず１番目に、文化

と歴史の薫り高い観光地としての熊本をつく

っていく戦略であります。

１番として「我がまちの宝」探し・磨き上

げのグレードアップということで、県内にた

くさん観光素材がございますので、歴史回廊

くまもとづくりの考え方に基づきながら、特

に③として、着地型観光素材の開発に対する

支援と書いておりますが、地域あるいは地元

から提案する観光素材を磨き上げ、また、各

旅行代理店などで取り扱いをするような取り

組みを具体的にしていきたいと考えておりま

す。

２番目の観光ボランティアガイドのネット

ワーク化でございますけれども、熊本県観光

ボランティアガイド連絡協議会というものを

組織化いたしました。本年３月に組織化した

わけですけれども、県内の50を超えるボラン

ティア団体が参加をいただいておりますの

で、その自主性を尊重しながら、ガイド技術

の向上などを図っていきたいと思います。

③で、九州観光ボランティアガイド大会の

誘致、開催と書いておりますが、このボラン

ティアネットワークの取り組みの延長線上に

位置づけながら、来年３月を予定しておりま

すが、九州各県のボランティアガイドを一堂

に会しまして、スキルアップを図るような取

り組みをぜひいたしたいと考えております。

28ページをお願いいたします。

２番目の大きな項目として、やはり県内で

の取り組みでございますけれども、おもてな

しの心を生かす戦略でございます。

３といたしまして、くまもとＵＤ観光の推

進といたしまして、ＵＤツアーあるいは観光

トップセミナー、また、③といたしまして、

観光案内所やコンビニエンスストア、ガソリ

ンスタンドなどで観光案内をするような取り

組みをしていきたいと考えております。

４番目といたしまして、県民と協働したも

てなしの向上に向けた取り組みでございます

けれども、ようこそコミュニケーションゼミ

ナールなどという名称で、各地域振興局単位

であります各地の観光推進協議会などが主体

となりました取り組みを行ってまいりたいと

思います。

、 、 、また ②として ツーリズムレターの募集

公表としておりますが、とりわけ関西、中国

地方との新幹線の直通便をにらみまして、そ

こに在住する方々に対して、県民のおもてな

しの心を発信してまいりたいと思っておりま

す。

また、最後に、大学などとの連携によるワ

ークショップなども開催してまいります。

29ページをお願いいたします。

ここが一番予算額としても多うございます

国内からの誘客の取り組みでございますが、

５番目といたしまして、新幹線鹿児島ルート

開業キャンペーンを展開してまいります。歴
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史回廊くまもとの魅力を全国に発信する、と

りわけ福岡で開催しております観光マーケッ

トにつきましては、広島、大阪などにも新た

に展開を拡大したいと考えております。

②といたしまして、メディアを活用した特

別観光宣伝の充実を図っていきまして、歴史

回廊くまもとにプラスいたしまして温泉や食

の魅力を絡めまして、より滞在時間の長い誘

客活動に努めてまいりたいと思っておりま

す。

また、③として、物産振興とも連携をしな

がら誘客イベントを開催してまいります。

６番目に、個人、少人数グループの増加に

対応した県の観光総合サイトでございますけ

れども、今現在60万アクセスぐらいございま

して、かなりの方が――およそ３分の２ぐら

いの方が、旅行するに当たって、インターネ

ットを併用して事前に情報をとった上でおい

でになりますので、この観光サイトの充実を

ぜひ図って、アクセスのしやすい形にしてい

きたいと考えております。

30ページをお願いいたします。

Ⅳの柱としての外国から熊本に人を招く戦

略でありまして、海外マーケットに応じて関

係機関と連携した誘客活動をしていきたいと

思います。この分野につきましては、外国人

誘客連絡協議会という民間の団体が設立して

ございまして、その方々と連携して誘客活動

に取り組みたいと考えております。

①は、海外エージェント及びマスコミ招聘

などの事業でございますし、②といたしまし

て、九州観光推進機構及び九州各県と連携を

いたしまして、ビジット・ジャパン・キャン

ペーン事業におきます熊本の独自性のＰＲな

どを行っていきたいと考えております。

また、８番といたしまして、外国人観光客

の満足度向上ということで、アクセスしやす

いウエブサイトの活用を目指してまいります

し、また、ホテル、旅館などのホームページ

を通じた海外からの予約システムなどにつき

ましても改善を図ってまいりたいと考えてお

ります。

そのページの一番下になりますが、観光立

県宣言の推進といたしまして、先ほど申しま

した県民総力で観光立県に取り組むための組

織の設立、それから、観光立県条例の制定に

向けた取り組みを行ってまいりたいと考えて

おります。

31ページをお願いいたします。

物産振興の事業でございます。

物産振興の拠点事業として、現在県の物産

館が市の産業文化会館３階にありますけれど

も、観光客にわかりにくいという問題がござ

いました。また、熊本市から移転を求められ

ておりまして、新たな物産販売拠点を設ける

といった取り組みを行いたいと思っておりま

す。

この31ページにつきましては、委員長、副

委員長のお許しを得て、別紙で、この１枚紙

の横紙で本日机上に資料を配らせていただい

ておりますので、別紙の横長の20年度主要事

業及び新規事業説明資料ということで御説明

をさせていただきたいと思います。お手数か

けて申しわけございません。

この新しい物産館でございますけれども、

位置づけといたしましては、中小企業対策と

しての物産振興施策といった位置づけの中で

行いたいと考えております。県の物産関連企

業の大半が中小零細企業でございまして、こ

れらの方々のなかなか手が及ばない市場調

査、食品開発、情報発信などのための拠点と

して整備を図っていきたいと思っておりま

す。

県の物産館の役割でございますが、ただい

ま申しました県内すぐれた食品加工品、県産

酒やしょうちゅう、民芸品などを一堂に集め

まして、観光客に対して総合的、効果的に発

信すると。

２番目といたしまして、量販店のバイヤー

などが訪れた際に、あるいは招聘をいたしま



- 11 -

して、県産品の売り込みをするための拠点と

していきたいと考えております。また、消費

者ニーズの把握や体力強化ということを図っ

ていきたいと思いますが、県の物産館には現

在菓子や食品など1,600アイテムを置いてお

、 。りまして 昭和56年３月に設置しております

これを右の方の県の物産振興協会に委託をい

、 。たしまして 運営をしていただいております

この物産振興協会は約500社で構成されて

おりまして、現在も新しい会員が毎年どんど

ん入ってくるような状況でございますが、こ

のように県内各地に網羅的に会員を抱えてい

る団体でございます。会員の総売上高は1,28

0億円に上っております。

裏面でございます。

新しい物産館は、ＮＴＴ熊本支店ビルの１

階の角に位置づけておりまして、周辺の熊本

城や市民会館などにも近接いたしまして、集

客を期待しております。また、バスから視認

できるなど、観光客にわかりやすい立地とな

っております。

さらに、屋外にかなりのスペースでイベン

トスペースを有しておりまして、そこで常設

的に各地域の物産展やイベントは実施できる

形になります。阿蘇フェアとかデコポンフェ

アとか、そういった形のものを常設的にやり

たいと考えております。

また、熊本城からの回遊ルートの促進、そ

れから、駐車場につきましては、熊本市営の

地下駐車場等が利用できますけれども、あわ

せて大型観光バス１台の駐車場につきまして

も敷地内に確保する予定でございます。

このように、３階から１階に移すことと、

それから立地の条件を好条件にするというこ

とで、現在の売上高約6,000万円程度で推移

しておりますが、倍増を目指して店づくりを

していきたいと考えております。

予算額の内訳ですけれども、4,400万円の

予算をお願いしておりますが、移転費用、そ

れから内部造作費及び入居に伴う設備経費で

ございます。予算の有効活用を図りまして、

先ほどの売り上げ実績の拡大に結びつけてい

きたいと考えております。

以上でございます。

○長野労働雇用総室長 労働雇用総室でござ

。 。います 資料の32ページをお願いいたします

まず、１の若年者対策ワンストップセンタ

ー事業、これにつきましては、ＪＲ水前寺駅

ビル２階に設置しておりますジョブカフェく

まもとにおきまして、熊本公共職業安定所な

どの関係機関と連携いたしまして、電話や窓

口での就職相談あるいは適職診断、職業紹介

等の就職支援に関するサービスをワンストッ

プで提供しております。

また、熊本から離れた遠隔地居住者への支

援を図るため、昨年度、天草地域で実施しま

した移動ジョブカフェを、今年度は地域と回

数を拡大いたしまして実施したいと考えてお

ります。

次に、２の障害者就業・生活支援センター

事業でございます。

これは、障害者の就業促進及び職場定着の

ため、ハローワークや社会福祉施設等の関係

機関と連携いたしまして、職業訓練のあっせ

んあるいは定着支援、生活面での支援を行う

ものでございます。運営主体といたしまして

は、県が委託します社会福祉法人等でござい

まして、平成20年度は、説明欄にございます

ように、熊本あるいは県南、県北、有明の４

地域で実施いたすことにしております。

次の33ページをお願いいたします。

３のしごと相談・支援センター事業でござ

います。

これは、くまもと県民交流館パレア内の支

援センターにおきまして、県民の就業促進を

図ることを目的としまして、再就職情報など

の情報提供、就業に関する相談、助言、技術

講習会の開催のほか、労使双方からの労働相

談や仕事と家庭の両立を支援するための各種
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事業を実施しております。

次に、４番目の熊本県産業・雇用創出事業

でございます。

これは新規事業でございまして、今回は補

正にも計上させていただいておりますけれど

、 、も 雇用情勢の厳しい県南地域におきまして

産業と雇用を同時につくり出そうというもの

でございまして、市町村長をトップとし、県

やハローワーク、地元、経済団体等で構成い

たします産業・雇用創出協議会を立ち上げま

して、各地域の特性に応じた産業・雇用創出

計画を策定し、この計画に基づきまして企業

、 、 、誘致とか 新産業の創出 建設業の業種転換

あるいは地元企業、誘致企業等の求める人材

育成等、産業、雇用創出のための事業を実施

したいというふうに考えております。

次に、34ページをお願いいたします。

５熊本高等技術訓練校及び県立技術短期大

学校における職業訓練でございますけれど

も、これは、地場産業の技術力強化及び産業

界のニーズに応じました職業訓練を実施し、

本県のものづくり産業を支える人材を育成す

るために実施するものでございます。

、 、まず 熊本高等技術訓練校におきましては

産業界に必要な実践技術者の養成を行うため

に、２の事業概要の①に掲げておりますよう

に、新規学卒者を対象といたします自動車車

体整備科などの３つの科で、１学年50人の定

員で職業訓練を実施しております。平成19年

度の訓練修了生は、就職率100％でございま

した。

、 、 、このほか ②以下のような離職者 障害者

若年者、在職者を対象としました多用な職業

訓練も実施しております。

次の35ページに、技術短期大学校における

職業訓練を記載しておりますけれども、技術

短期大学校におきましては、平成９年４月に

設置されておりまして、技術革新による高付

加価値化、情報化等に対応できる高度な技術

及び知識を兼ね備えた実践技術者を育成する

ため、現在、精密機械技術科など５つの専門

課程を設けまして、１学年110人の定員で訓

練を行っております。

ここも、開校以来10年連続して就職率100

％を達成するなど、主に地場企業、誘致企業

のニーズに対応した人材養成に成果を上げて

おります。

また、③に掲げております技術・技能者育

成事業におきまして、誘致企業及び地元企業

が求める人材育成を強化するために、製造業

において使用されます機械の基本的な操作作

業、就職基礎能力、ＩＴ演習等を取り入れた

短期間の講習会を平成19年度より実施してお

ります。

以上でございます。よろしくお願いいたし

ます。

○佐藤雅司委員長 ただいままで商工観光労

働部の説明が終わりました。

次に、企業局の局長の総括説明ですが、お

手元に資料はございますでしょうか。

それでは次に、企業局の総括説明を上野企

業局長から説明をお願いいたします。

○上野企業局長 企業局の経営状況につい

て、概要を御説明申し上げます。

現在、企業局で経営しております事業は、

電気事業、工業用水道事業及び有料駐車場事

業の３事業でございます。

組織機構等は、お手元の資料36ページから

38ページに記載しておりますが、本庁は総務

経営課と工務課の２課体制となっておりま

す。昨年度までは総務経営課内に設置されて

おりました荒瀬ダム対策室は、今年度の組織

改編により工務課内の課内室となっておりま

す。

また、出先機関としまして、発電総合管理

所及び都呂々ダム管理事務所を設置し、69名

の職員で各事業の経営を行っております。

各事業の経営に当たりましては、平成18年
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２月に策定いたしました第２期の企業局経営

基本計画に沿いまして、経営基盤の強化及び

効率的な事業運営に努めているところでござ

います。

以下、事業ごとに御説明いたします。

まず、電気事業につきましては、８つの水

力発電所と阿蘇車帰風力発電所の合計９発電

所により発電し、九州電力株式会社へ売電し

ております。

昭和29年の事業開始以来、黒字基調で推移

しておりますが、高コスト構造是正の要請か

ら、経営効率化を加速する電力会社との電力

料金交渉で、料金単価がさらに引き下げられ

ることとなりました。今後の電気事業の収支

につきましては、事業収益の減少が予想され

ることから、一層のコスト削減を行うなど経

営の効率化に努め、収支改善を図ってまいり

ます。

また、荒瀬ダムにつきましては、平成20年

６月４日の定例記者会見で、知事が、平成22

年４月からの荒瀬ダム撤去の方針を凍結し、

事業継続の方向で再検討する旨の発表を行い

ました。今後、地元関係団体等に対して、凍

結の理由と諸対策についての説明を行う機会

を設けて、理解を求めていく予定でございま

す。

なお、今回の荒瀬ダム撤去方針の凍結とい

う決定に至った根拠となる積算関係資料につ

きましては、後で御説明申し上げます。

次に、工業用水道事業につきましては、有

明、八代、苓北の３つの工業用水道事業を経

営しておりますが、特に有明工業用水道事業

は、多量の未利用水を抱え、さらに竜門ダム

関連の費用負担等により厳しい経営状況にご

ざいます。このため、経費節減はもちろんの

こと、未利用水の上水転用等、経営健全化へ

の取り組みを進めてまいりました。

その結果、昨年２月に、荒尾、大牟田両市

と未利用水の一部の上水転用に係る契約を締

結し、資産の譲渡を行ったところでございま

す。しかしながら、依然として未利用水が残

ることから、関係部局と連携し、工業用水の

需要拡大に努めてまいります。

最後に、有料駐車場事業でございますが、

黒字は維持し、経営は安定しているものの、

近年、利用台数は減少傾向にあります。

しかしながら、平成17年度に施工いたしま

したユニバーサルデザインによる施設改修や

平成18年４月から導入いたしました夜間料金

などサービス向上に努めていることから、平

成19年度後半は、利用台数の減少に歯どめが

かかりまして、ほぼ横ばいの状況にございま

す。今後も、利用台数の増加に向け、引き続

き利用者サービスの向上を図ってまいりたい

と考えております。

また、今年度は、今後の収支状況及び利用

動向等を考慮いたしまして、施設、経営の両

面から事業のあり方について検討を行ってい

るところでございます。

以上のとおりでございますが、詳細につき

ましては総務経営課長から御説明いたします

ので、よろしくお願い申し上げます。

また、本日は、平成19年度予算の繰り越し

についての御報告を３件と企業局における平

成19年度の行財政改革の取り組みについて、

そして、先ほど申し上げました荒瀬ダム撤去

の凍結についてを御報告させていただくこと

としておりますので、あわせてよろしくお願

い申し上げます。

○佐藤雅司委員長 次に、中園総務経営課長

に説明をお願いいたしますが、目下懸案とな

っております荒瀬ダムに関する事業について

、 、は 報告事項４に項目が設けてありますので

そこで詳細に説明をお願いします。

○中園総務経営課長 総務経営課でございま

す。まず初めに、36ページをお願いいたしま

す。

36ページから38ページの組織機構図につき
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ましては、ただいまの上野局長の説明のとお

りでございます。

39ページをお願いいたします。

企業局３事業会計の平成20年度当初予算の

総括表でございます。

事業経営に伴う収益とそれに対応する費用

を収益的収支としまして、また、事業経営上

必要な建設改良費とそのための収入などを資

本的収支としまして、それぞれまとめたもの

でございます。

収支の概要といたしましては、まず、収益

的収支では、電気事業会計と有料駐車場事業

会計につきましては利益を計上しております

が、工業用水道事業会計につきましては赤字

を計上しております。

また、資本的収支では、電気事業会計の収

入は大幅に減少しておりますが、これにつき

ましては、他会計からの返還金が減少したこ

とによるものでございます。

40ページをお願いいたします。

平成20年度主要事業について御説明いたし

ます。

経営基本計画の推進でございますが、企業

局を取り巻く経営環境はますます厳しい状況

にありますが、こうした中で、国、県では行

財政改革が推進されており、企業局でも経営

の健全化に取り組んでいるところでございま

す。

基本計画の概要につきましては、説明欄の

中ほど以下に記載しているとおりでございま

す。

次に、41ページをお願いいたします。

各事業の概要でございます。

まず、２の電気事業、施設等の状況でござ

います。

水力発電所は、８つの発電所で、最大出力

７万2,400キロワットの発電を行っておりま

す。また、風力発電所は、阿蘇市車帰地区で

最大出力1,500キロワットで発電しており、

合わせて９つの発電所で発電し、九州電力に

電力を供給しているところでございます。

次に、経営状況でございますが、事業開始

以来、黒字基調で推移しておりまして、平成

20年度は2,000万円余の利益を見込んでいる

ところでございます。

なお、荒瀬ダムの撤去につきましては、た

だいまの委員長の御説明のとおり、後ほど報

告事項で説明させていただきます。

次に、42ページをお願いいたします。

工業用水道事業でございます。

、 、 、施設等の概要に記載のとおり 有明 八代

苓北、３つの工業用水道事業を経営しており

ます。

給水状況は、有明工水は、給水能力日量３

万3,000立米余に対しまして、12社と契約を

行い、契約水量は１万4,000立米余で、契約

率42.1％でございます。八代工水につきまし

ては、給水能力日量２万7,000立米に対しま

して、24社と契約を行い、契約水量は9,200

立米余で、契約率は34％でございます。苓北

工水につきましては、給水能力日量8,500立

米に対しまして、２社と契約を行い、契約水

量は7,000立米余で、契約率83.1％でござい

ます。

経営状況でございます。

有明、八代の両工水につきましては、多量

の未利用水を抱え、厳しい経営状況にござい

ます。特に、有明工水につきましては、平成

13年度末の竜門ダム完成で関係費用が増大

し、平成14年度から大幅な赤字になっており

。 、 、 、ます このため 未利用水対策として 荒尾

大牟田両市に対して上水転用に取り組み、昨

年２月に、日量１万6,740立米の上水転用を

行ったところでございます。

しかしながら、上水転用後も１万9,000立

米程度の未利用水を抱えておりますので、今

後は関係部局と連携して新たな供給先の開拓

に努めてまいりたいと考えております。

八代工水につきましては、平成10年度に未

利用水の一部を上天草、宇城水道事業団の水
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道源として転用したことにより収支の均衡は

とれておりますが、なお、１万8,000立米程

度の未利用水を抱えていることから、関係部

局と連携して給水対象企業の掘り起こしに努

めているところでございます。

また、苓北工水につきましては、経営は安

定しているところでございます。

次に、43ページをお願いします。

４の有料駐車場事業でございます。

施設等の状況のとおり、熊本市安政町に29

8台の収用能力を持つ有料駐車場と新屋敷に3

7台が収用できる月決めの第２有料駐車場を

経営しております。

経営状況でございます。

、 、近年 利用者は減少傾向にございましたが

18年度後半から回復基調となりまして、経営

的に安定した状況で推移しております。20年

度につきましては、6,100万円余の利益を見

込んでいるところでございます。

本年度は、今後の収支状況及び利用動向等

を考慮して、施設、経営の両面からの事業の

あり方について検討を予定しております。

以上でございます。よろしくお願いいたし

ます。

○佐藤雅司委員長 企業局の説明が終わりま

した。また、資料がございますので。

次に、労働委員会事務局の説明を井労働委

員会事務局長から説明をお願いします。

○井労働委員会事務局長 よろしくお願いし

ます。座って説明してよろしいでしょうか。

○佐藤雅司委員長 どうぞ。

○井労働委員会事務局長 労働委員会の業務

及び予算の概要等について御説明いたしま

す。

お手元の平成20年度主要事業及び新規事業

説明資料の44ページから47ページになりま

す。

労働委員会は、労使間に紛争が生じ、自主

的な話し合いで問題が解決できない場合に、

紛争解決を早め、安定した労使関係を築き上

げるため、労働組合法に基づき設置されてお

ります。

委員会の委員は、公益委員、労働者委員、

使用者委員それぞれ５名の計15名で構成され

ております。なお、労働委員会には、委員を

補佐し、事務を整理するために事務局が置か

れており、事務局長以下10名の職員が配置さ

れております。

労働委員会の業務は、大きく分けて３つご

ざいます。第１は、審査業務でございます。

これは、労働組合等が、使用者に組合活動を

阻害するなどの不当労働行為があったとして

救済の申し立てを行った場合に、調査、審問

を行い、必要に応じて救済命令あるいは和解

等により解決を図るものでございます。

第２は、調整業務でございます。これは、

労使間の紛争が労使の自主的な話し合いで解

決しない場合に、当事者からの申請等に基づ

き、あっせん、調停及び仲裁を行い、解決を

図るものでございます。

なお、本年10月から、これまで国の船員労

働委員会において行われておりました船員に

係る労使紛争の処理を、法律の改正により各

都道府県労働委員会で行うこととなっており

ます。

次に、３つ目に、労働者個人と使用者間の

紛争を解決するため、平成15年度から、知事

より委任を受け、個別労働関係紛争のあっせ

ん業務に取り組んでおります。

平成19年に取り扱いました事件は、不当労

働行為審査事件１件、調整事件４件及び個別

労働関係紛争のあっせん12件の計17件で、こ

のうち16件が終結し、１件を平成20年に繰り

越しておりましたが、現在この１件も終結し

ております。

次に、予算でございますが、当委員会の予
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算は、委員会費及び事務局費で構成されてお

ります。委員会費は、主に委員報酬でござい

ます。事務局費は、職員の人件費と調整及び

審査業務を執行するために必要な経費となっ

ております。委員会費及び事務局費を合わせ

ました予算総額は１億3,600万円余となって

おります。

以上、よろしくお願いいたします。

なお、課長からの説明は省略させていただ

きます。

○佐藤雅司委員長 それじゃ、課長からの説

明を省略いたします。

それでは、本委員会に付託されました議案

を議題とし、これについて審査を行います。

まず、説明は商工観光労働部から順次お願

いをいたします。

初めに、宮尾商工政策課長。

○宮尾商工政策課長 商工政策課でございま

す。

経済委員会説明資料の平成20年度６月補正

予算・条例等関係の資料をお願いいたしま

す。２ページをお願いいたします。

２ページが商工政策課分でございますが、

まず、商業総務費の商業指導費で300万円の

補正をお願いしております。

右側説明欄のとおり、中心市街地商店街に

ぎわい再生事業でございますが、先ほど説明

させていただきましたとおり、中心市街地活

性化協議会が実施する空き店舗対策に対する

補助でございます。

中段の中小企業振興費のうち、中小企業団

体等補助金1,536万2,000円は、中央会、商工

会連合会から、中小企業大学校へ派遣いたし

ます職員２名の人件費のほか、各団体の研修

事業など、自主事業に対する補助を行うもの

でございます。

下段の中小企業振興指導事業費１億3,945

万5,000円は、右側の説明欄の１番、サービ

ス産業振興事業でございますが、一昨年誘致

いたしました２社に対する立地補助金及び健

康サービス産業のコーディネーターを設置す

る産学連携事業に対する経費でございます。

２の農商工連携事業につきましては、先ほ

ど御説明したとおりでございます。

以上、商工政策課分、１億5,781万7,000円

の補正額でございます。どうぞよろしくお願

いいたします。

○前田産業支援課長 産業支援課でございま

す。資料の３ページをお願いいたします。

まず、工業振興費でございますが、右側の

説明欄に記載があります１番から４番までの

事業で、４億9,067万円余の予算をお願いし

ております。

１番の発明奨励指導事業は、社団法人発明

協会熊本県支部に対する補助に要する経費で

ございます。

２番の工業関連団体支援事業ですが、これ

は熊本県工業連合会に対する負担金及び社団

法人熊本産業貿易振興協会に対する補助でご

ざいます。

３番の産業技術センター本館等整備事業及

び４番のものづくりフォレスト・自動車関連

産業推進事業につきましては、先ほど主要事

業及び新規事業で御説明をいたしましたとお

りでございます。

次に、４ページをお願いいたします。

産業技術センター費の技術指導事業費でご

ざいますが、１億380万円余の予算をお願い

しています。

産業技術センター試験研究備品導入事業

は、試験や研究、開発などに必要な測定、解

析、分析及び試作加工等に係る試験研究機器

導入に要する経費でございます。

続きまして、新事業創出促進費になります

が、５ページから６ページにかけまして、１

番から４番までの事業で20億3,431万円余の

予算をお願いしております。
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１番のセミコンフォレスト・ソーラー関連

産業推進事業、それから、２番のバイオフォ

レスト形成推進事業、３番のくまもと夢挑戦

ファンド創設事業及び６ページの４番、イン

キュベーション施設調査事業ですが、先ほど

主要事業及び新規事業で御説明いたしたとお

りでございます。

以上でございますが、産業支援課で総額26

億2,879万6,000円の一般会計補正予算をお願

いいたしております。

、 。続きまして ７ページをお願いいたします

債務負担行為の設定をお願いしておりま

す。

産業技術センター本館等整備事業でござい

ます。先ほど御説明しましたとおり、現在は

基本設計を完了し、実施設計を実施している

ところでございますが、屋外配電盤移設につ

きましては、今年度中途から着手し、平成21

年にまたがる工事となりますことから、平成

21年度の債務負担行為の設定をお願いするも

のでございます。

また、工事の管理委託につきましても、す

べての工事が完了する平成22年度までの債務

負担行為の設定をお願いするものでございま

す。

以上でございます。御審議のほどよろしく

お願い申し上げます。

○小野上企業立地課長 企業立地課でござい

ます。どうぞよろしくお願いいたします。

８ページをお願いいたします。

企業誘致促進対策事業費でございます。

説明欄の１でございますが、企業誘致連絡

協議会負担金315万円でございます。

本県に立地いたしました誘致企業の横の連

携を図り、かつ県内市町村との情報交換を密

にするため、平成４年から熊本県企業誘致連

絡協議会というのを設置しておりますが、そ

。 、の運営負担金に係るものでございます 現在

企業会員が111社、市町村会員が41団体、大

学などの特別会員が８団体、合わせて160の

団体が参加をしておりまして、セミナーとか

展示会などを通して情報交換などを積極的に

実施をしているところでございます。

２の企業誘致トップセールス事業231万円

余と３の企業立地促進費補助19億8,000万円

余につきましては、先ほど主要事業のところ

で説明したとおりでございます。

次に、９ページをお願いいたします。

工業団地施設整備事業費5,400万円でござ

いますが、これも先ほど主要事業のところで

説明したとおりでございます。環境影響評価

調査並びに県南地域での市町村支援という形

で事業に取り組みたいというふうに思ってい

るところでございます。

次に、10ページをお願い申し上げたいと思

います。

繰越明許費繰越計算書の報告が１件ござい

ます。

現在、益城町で造成工事中の臨空テクノパ

ークの19年度工事の予算の中から、３億3,83

6万4,000円を今年度に繰り越しております。

財源につきましては、記載のとおり、未収入

特定財源調定未済額、これは起債に充てる分

でございますけれども、３億3,800万円、残

りの36万4,000円が特別会計の内部留保であ

ります繰越金ということで充てることにして

いるところでございます。

以上、御審議のほどよろしくお願い申し上

げます。

○梅本観光物産総室長 観光物産総室でござ

います。11ページをお願いいたします。

11ページの上段につきましては、先ほど詳

しく御説明させていただきました物産振興費

の予算額でございます。

また、真ん中以下の観光客誘致対策費とい

たしまして、補正をお願いしております部分

につきましては、右側の説明のところにあり

ます観光アクションプランの推進事業として
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。2,900万円余をお願いするものでございます

これは、観光立県宣言、歴史回廊くまもとの

構想を推進するための旅行商品の企画、造成

及び県民推進委員会等の開催経費の計上でご

ざいます。

よろしくお願いをいたします。

○長野労働雇用総室長 労働雇用総室でござ

います。よろしくお願いします。

資料の12ページをお願いいたします。

まず、２段目の労働者福祉協議会助成費12

4万2,000円でございますが、これは同協議会

に対する運営費補助でございます。

次に、最下段の技能向上対策費411万2,000

円でございますが、これは、説明欄にござい

ますように、認定職業訓練あるいは技能五輪

全国大会選手強化等に係る職業能力開発協会

に対する補助でございます。

それから次に、13ページをお願いいたしま

す。

これも２段目の職業能力開発事業費145万

4,000円でございますが、これは、障害者の

委託訓練におきまして、障害者の就労支援に

係るノウハウを有します社会福祉法人等を活

用するための経費でございます。

次に、最下段にあります雇用対策費3,574

、 、万5,000円でございますが この主な内訳は

説明欄にございますが、１の高齢・障害者雇

用支援協会や２の熊本県のシルバー人材セン

ター連合会に対する補助、それから、３の高

齢・障害者雇用支援協会が配置しております

障がい者雇用コーディネーター、これの事業

に対する補助のほか、次のページでございま

すが、４として、先ほど新規事業で説明いた

しました熊本県産業・雇用創出事業に1,926

万4,000円をお願いしております。

以上、労働雇用総室といたしましては、合

計で今回4,255万3,000円の補正を計上してお

ります。よろしく御審議のほどお願いいたし

ます。

○佐藤雅司委員長 続いて、企業局、中園総

務経営課長。

○中園総務経営課長 総務経営課でございま

す。15ページと16ページをお願いします。

電気事業会計の建設改良費繰越額と事故繰

越額の報告でございます。

この２件は、緑川第一発電所から送電線へ

接続するための主要変電圧器の工事に係るも

のでございます。昨年７月の美里町の大水害

によりまして、工事が予定どおり施工できな

かったために、平成20年度に繰り越しを行う

ものでございます。

建設改良費繰り越しにつきましては、19年

度予算額１億5,000万円余のうち、平成20年

度に8,491万5,000円を繰り越すこととしてお

ります。

また、事故繰り越しにつきましては、平成

19年度の予算額1,269万1,000円を20年度に繰

り越すことといたしております。

次に、17ページでございます。

工業用水道事業会計事故繰越額のうち、八

代工水道の導水管の漏水の施工工事に日数を

要したために、年度内に竣工できなくなりま

した。そのために平成20年度に繰り越しを行

うものでございます。平成19年度の予算額64

0万5,000円を20年度に繰り越すものでござい

ます。

以上でございます。

○佐藤雅司委員長 以上で条例等関係、それ

から主要事業の説明が終わりました。

ただいまから質疑を受けたいと思います

が、質疑はありませんか。

○早田順一委員 平成20年度主要事業及び新

規事業説明資料、これでちょっとお尋ねしま

すけれども、20ページの経営金融課、この中

で新規融資枠が419億5,000万円と上がってお
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りますけれども、これは７つのいろんな支援

をするということでございました。最近も非

常に小規模事業者あたりの倒産が目立ってい

ると思いますけれども、大体これは何件ぐら

いの目標でこの数字を上げられているのか。

それと、昨年が何件ぐらい借られて、幾らぐ

らい使われたのか、ちょっとお願いします。

○藤好経営金融課長 まず、昨年の実績でい

きますと、4,687件で、トータルで342億弱の

実績がございました。20年度も、そういうふ

うな実績を踏まえたところで419億5,000万と

いうふうな融資枠で設けさせていただいたと

ころでございます。

○早田順一委員 昨年度の融資枠からする

と、ちょっと減っているんですかね。

○藤好経営金融課長 そうですね。

○早田順一委員 ６億5,000万ぐらい減って

おります。昨年使われたのが342億円という

ことでありますので、多少減ったのかなとい

うふうに思いますけれども、あと損失補てん

の方ですが、これが代位弁済の方もふえてい

るように思うんですけれども、その辺はいか

がでしょうか。

○藤好経営金融課長 代位弁済額、当初債務

負担でお願いしておりますけれども、これは

保証協会に対する債務負担、損失補てん割合

を少しずつ下げております。債務負担の額そ

のものは昨年に比べて減っております。ちな

みに、昨年の債務負担行為額が３億9,300万

ほどでございました。実際の損失補てんの額

につきましては、その年度の代位弁済額の実

績を踏まえまして、例年２月補正で損失補償

は補正でお願いをしているところでございま

す。

○早田順一委員 今３億幾らと言われたの

は、昨年の数字ですか。

○藤好経営金融課長 ３億9,000万というの

は昨年度の債務負担行為額でございます。

○早田順一委員 前回というか、この前の経

済常任委員会のちょっと議事録を見よったん

ですけれども、２億3,400万という数字が出

、 。てきたんですが それは２年前の数字ですか

○藤好経営金融課長 ２億……

○早田順一委員 3,447万。

○藤好経営金融課長 実際の補正のときの損

失補償額、債務負担行為額ではなくて２月補

正での損失補償額ということではなかったの

か……。

○早田順一委員 実質、県が損失補てんをし

ている額ですか、これは。

○藤好経営金融課長 はい。

○早田順一委員 そういうことに……

○藤好経営金融課長 なると思います。

○早田順一委員 今企業というのは非常に不

景気で、大変な状況だというふうに思ってお

ります。商工政策課の方にもちょっと関連し

てお聞きしますけれども、商工会、商工会議

所、商工会連合会の補助、これについては、

昨年、ちょっと一般質問のためにヒアリング

をさせていただいたときに、この小規模事業

者に対する補助というのができておりますけ

れども、ことしはどうなのでしょうか。

○宮尾商工政策課長 この小規模事業補助金
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でございますが、19年度に比べまして総額で

3,200万円ほど減額しております 率にして1.。

3％でございます。

ここ数年、事業費、事務費については削減

を行ってきておりますが、人件費につきまし

ては、その実績といいますか、実数に基づい

て補助をしておりまして、19年度から20年度

につきましては、事務費、事業費についても

削減をしておりません。

ただ、団体の方には、19年度から20年度に

ついては現状維持ということでしております

が、21年度以降は、これは大幅な削減も視野

に入れて協議させていただきたいという話を

しております。

○早田順一委員 先ほど損失の方で、年々企

業が支払いができなくて、２億3,400万昨年

出しているわけですけれども、一方では、商

工会とか商工会議所あたりでは、小規模事業

者に対する補助を減らしているわけですね。

平成21年度はさらに減らす予定だということ

で、やっぱり経営の指導員とか、そういう方

々は大変地元あたりでも頑張っておられます

し、そういう小規模に対する指導、そういっ

たものをしっかりとやっていけば、企業の倒

産とか、県に対してもこういう負債とか、そ

ういうのが私は減るんじゃないかというふう

に思っているんですけれども、その辺の関係

はどう考えられていますか。

○宮尾商工政策課長 この小規模事業補助金

は、私ども、まさに小規模事業者の支援のた

めの補助金だと思っております。したがいま

して、団体と協議しながら、そういう小規模

事業者に対する経営支援、経営指導というも

のをどういうふうに効果的、効率的に進める

かという中で、団体と協議しながらこの補助

金を交付しているということでございまし

て、もちろん、先ほど申しましたとおり、事

業費、事務費については削減を行っておりま

すが、人件費についてはこれまで維持してき

ているということでございます。

○佐藤雅司委員長 私からちょっと申し上げ

ますけれども、非常に中小企業、厳しい環境

にあることはもう皆さん御承知のとおりです

、 、が そうした一番のよすがとなっとる商工会

商工会連合会に対する補助というものも、や

っぱりこれから削減の方向――まあ聖域なき

ということになるかもしれませんが、そうし

た商工会の皆さん方と、理解、納得をしっか

りとしてもらえるように、そしてまた、そう

した説明も今後すべきじゃないかなというふ

うに思いますが、その辺のところをお願いし

ておきたいと思います。

早田委員、何かあれば。

○早田順一委員 非常にこれからの経営とい

うのは大変になっております。お金を借りる

ときの窓口あたりも商工会、商工会議所だと

思います。お金を貸すときも、選定の仕方と

か、そういうのもいろいろあるかと思います

けれども、やっぱり商工会、商工会議所もぜ

ひ努力はしなきゃいけないと思っておりま

す。

ただ、委員長が申されましたように、やっ

ぱりだんだんだんだん補助金を減らしていた

だくと・・。こういう融資を受けても、返せ

ない状況に落ち込まないように、その辺をし

っかりとお願いをしたいと思います。

○佐藤雅司委員長 そこは要望でよろしいで

すね。

○溝口幸治副委員長 ちょっと関連してです

が、今早田委員が言われたように、商工会議

所、商工会が果たしてきた役割というのは非

常に大きいと思います。

そのような状況の中で、県が財政的に非常

に厳しくて、来年度予算を削減の方向で検討
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すると、これも当たり前のことだろうと思い

ます。この際、熊本県が商工業行政をどのよ

うに行っていくのか、そして、商工会、商工

会議所がどのような役割を果たしていくの

か、県と商工会、商工会議所の役割分担とい

うものをしっかり見直していかなければなら

ないというふうに考えます。

もちろん、団体に出す補助金ですから、商

工政策課が窓口の補助金ですから、商工政策

課が一番考えないかぬとでしょうが、熊本県

全体として、商工業行政をどう考えるのか、

商工会、商工会議所にどういう役割を果たし

てもらうのか、この辺の役割分担をしっかり

検討しながら、この商工会、会議所に対する

補助金の見直しについては検討いただきたい

というふうに思っていますので、答弁は要り

、 。ませんので 要望にかえさせていただきます

○佐藤雅司委員長 じゃあ、そのようなこと

でよろしくお願いします。

ほかにございませんでしょうか。

○西岡勝成委員 私も、地域でどうにか、地

域物産といいますか、そういう資源を生かし

、 、た農林水産物なり どうにか都市部で売って

何とか１人でも２人でも後継者ができないか

なということで、いろいろデパートのバイヤ

ーとかを天草あたり連れ回って、加工業者と

かそういう物を集めて食事会をしたりやって

いるんですけれども、やっぱり生産者――農

工商連携のプランもありますけれども、生産

者と消費者とのずれがなかなかマッチングし

ないんですね。

この前も、実は、天草の菜種油を、これは

生で――温めて搾るんじゃなくて、生のまま

搾るということで、またこれは珍しいやり方

らしいんですが、価値観はあるらしいんです

けれども、それを安田市長はみずから持って

こられて、うちの事務所でデパートのバイヤ

ーの人に渡しておられた。1.8リッターの瓶

に持ってこられたんですけれども、よくよく

見るとアリん子が入っているんですね。

そういう感じで、要するに、つくり方が粗

雑ですよね。デパ地下で売るのか、そういう

物産館、サンパーラーあたりで売るのか、全

然やっぱり物のつくり方も違うと思います

し、戦略も違うと思うんですけれども、その

辺がなかなかやっぱり――いい品物と言われ

るんですよ、バイヤーの方は。しかし、それ

がそのままの形で売れるかというと、なかな

かいかない悩み、そしてまた、商品開発をし

ていくエネルギーがあるわけじゃないんです

ね、それだけ金をかけて。そういうところの

難しさ。いいものということ――ウニにいた

、 、しましても いろいろな水産加工品にしても

いいものということでバイヤーは言われるん

ですよ。しかし、それが果たして売れていく

かということはもう全く別の話で、その辺の

――私もお世話をしながら、なかなか結びつ

いていかない。１件だけ、天草の牛深の塩が

伊勢丹あたりで結構、京都あたりで売れてい

ますけれども、やっぱりもうデパ地下で売る

ものは入れ物から違うんですね、全然。我々

は、安くて、ある程度量があればいいんじゃ

ないかというような感覚で考えますけれど

も、しかし、実際デパ地下に行くと、何でこ

んな入れ物に入れて、こんなに高く売らない

かぬのかと思うぐらいに違うんですね。

だから、その辺の相談をできるような何か

――実際、行政マンがそこまでやるのは非常

に難しいと思うんですけれども、そういう関

係におられた方々をもうちょっと活用するよ

うなシステムがあったら、まだまだ地域の産

品が都市部で売れていくんじゃないかと思う

んですね。

それと、１つは宣伝ですよね。高知の、何

ですか、ポンズ、何か3,000人ぐらいの村で

やっているあのポンズあたりにしても、ちょ

っとしたやっぱりテレビあたりで扱われると

ばあっと流れていくし、実際、自然食品とし
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て売られていくんですけれども、その辺の戦

略が、例えば銀座熊本館、今度の物産館、あ

あいうのも、ただそこで物が売れればいいと

いうものじゃなくて、そこから何か次に商売

としてつながっていくような役目が、私は、

、 、物産館にしても 東京・銀座熊本館にしても

その辺の役目が実際についてこないと、そこ

で売り上げが少々伸びても、それは大したこ

とじゃないと思うんですね。

結局、最終的には、そこを通じてデパート

とか、そういう自然食品の流れとか、そうい

うものにつながっていくようなシステムとい

いますか、商品開発といいますか、そういう

ものがどうにかできないかなと。

行政が一番私は弱いところだと思うんです

ね。部署もかわられますし、実際、消費者と

は遠いところにあられる方々ですから。その

辺の工面をすると、まだ熊本にはいろいろそ

ういう日の当たる物産が、農林水産物にして

も産品があるんじゃないかというような感じ

がするんですけれども、なかなかそこまで行

っていないのが現状だと思うんですけれど

も、これは産業支援課なのか、商工政策課な

のかわかりませんが。

○佐藤雅司委員長 付加価値、それからニー

ズ、それから農商工連携、じゃあ梅本課長。

○梅本観光物産総室長 観光物産総室でござ

います。

今、委員御指摘のポイント、新しい物産館

を整備したり、東京の銀座熊本館等で売って

いく活動はやっておりますが、生産者とある

いは商品づくりとその販売を結びつける戦

略、あるいは取り組みが大事だという御指摘

でございますが、具体的に本年度の取り組み

といたしまして、先ほど委員が御指摘のポイ

ントでありました各専門家から個別のアドバ

イスを１社ごとに受ける、そういった個別相

談会をぜひやりたいと思っておりまして、今

企画中でございます。これは、年２回ほど、

年内と来年早々ぐらいのタイミングでやりた

いということで募集をかけて、相談会におい

でになるところについて専門家が、それは例

えば日本セルフ・サービス協会とかコンサル

タント会社から個別の相談をする、そういっ

たことを設けたいと思っております。

１つがその取り組みでございますが、もう

、 、１つが バイヤーの方をお呼びいたしまして

１企業ごとに１バイヤー当たり、例えば20～

30分個別の相談をすると、そういった取り組

みを具体的には10月の初めにグランメッセで

行いたいと思っております。

そういった具体的なニーズがあるところは

わかっておりますので、そしてまた、委員御

指摘のとおり、専門家にあるいはバイヤーと

直接つくれることで質を高める、そういった

ことで新幹線開業に目指していく。

そして、一方、物産館とあわせましてデパ

ートの地下に売り込む、デパート地下大作戦

と私ども呼んでおりますが、最終的にはそう

いった非常にグレードの高いレベルまで引き

上げていく、そういった取り組みをぜひ一連

の流れとして行いたいと思っております。

○西岡勝成委員 商品によっては、自然食品

の要するに売り場で合うものか、やっぱり高

級感を持たせて売るものか、いろいろあると

思うんですね。そういうものの見きわめとい

いますか、そういうのはなかなか田舎におっ

たら情報の不足の中でできないので、ぜひそ

ういう相談をしていただけるような、商品開

発にしても、余り金をかけないでやれるよう

な体制をつくっていただければ、後継者が１

人でも２人でも残れるようなものを少しずつ

つくっていかないと。地方に大きな企業が来

て、ぼくっと50人、100人の雇用というのは

創出できないわけで、そういう地場産業とい

いますか、地域産業を育てるためにも、ぜひ

商品開発も含めてお願いをいたしたいと思い
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ます。

○宮尾商工政策課長 私の方から、農商工連

携関係で１点だけ補足させていただきます。

、 、今回 農商工連携の推進具体ということで

国の事業でございますが、地域連携拠点とい

うものを県内に９カ所設置しております。こ

れにはＪＡが３カ所、それから商工会連合会

が６カ所ということで、こちらの方では専門

の相談員を設置いたしまして、先ほど先生の

方からお話があったような相談者からの相談

を受けて、恐らく商品になる手前といいます

か、その辺から相談に乗ってやらないと、多

分なかなか進まないというのが実態であろう

かと思いますので、そういった手前から相談

できる仕組みといいますか、そういった拠点

を県内９カ所設けて、それでうまくいけば、

それこそ地域資源でありますとか、農商工連

携の国の仕組みでありますとかにまで乗せて

いけるような、あるいはそこまで行かないに

しても、商品開発でありますとか、販路開拓

でありますとか、そういったアドバイス、コ

ーディネートを行えるような拠点を、もう既

に５月30日から動いておりますが、県内９カ

所、天草ではＪＡ天草にも置いております。

そういう形で、今回、農商工連携も、農政

部と一緒になって進めようということで話し

、 、ておりますので 補足の説明でございますが

よろしくお願いいたします。

、 。○西岡勝成委員 もう１点 よございますか

、 、その農商工連携の中 この前も天草大王の

これも非常に天草では、こちらの大陸側と違

って飼育期間を長く、本当に天草大王の味が

出る期間まで育ててブランド化しようと思っ

てやっているんですが、処理場が――今度は

デパートのバイヤーを連れていくと、ＨＡＣ

ＣＰの対応もできていないし、そこまで連れ

ていくともう多分だめなんですね。

そういうところで、じゃあ農政部に行って

どうにか補助金でももらって、どうにかＨＡ

ＣＣＰ対応ぐらいの処理場ができないかとい

う相談をしますと、今度は１日１万羽とか処

理しないと補助金がないとかというような話

になってしまうんですね。

それじゃやっぱり小さい業者というのはな

かなか対応できないので、どうにかその辺も

含めて、今食の安全、安心というのは非常に

うるさい時代で、我々もそういうバイヤーを

連れていくと、もう工場を案内したら多分バ

ツなんですね。県の養殖組合は、おかげさま

でハサップ対応の補助金をいただいてやれる

ようになって、海外にもスーパーにもばんば

ん売れるようになってきましたけれども、そ

ういうのがやっぱり最初してやらないと、な

かなか養鶏業者も育ってこないし、商品とし

ての価値ができませんので、その辺も含めて

農商工の連携は考えていただきたいと思いま

す。

○佐藤雅司委員長 今の「天草大王の処理と

加工商品にする」については、農政部とちょ

っと話をしていただいてよろしゅうございま

すか。そこはよろしくお願いいたします。

それでは、手が挙がっておりますので、前

田産業支援課長。

○前田産業支援課長 ただいま西岡委員から

御意見がありました、具体的な天草大王であ

りますとか、そういった地域の優秀な農林水

産物の資源を活用して、中小企業の方々等が

連携して新たな新商品を開発しますとか、販

路を開拓するとか、そういった取り組みに対

する補助を、今般、私どもの方で、農商工連

携推進事業に関する補助と、それから夢挑戦

ファンドの方で、事業規模が大きいものであ

りますとか、取り組み期間が２年とか３年と

かかかるようなものにつきまして、商品開発

とか販路開拓の補助をするような取り組みを

始めることとしております。
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確かに、先生の御意見にありますように、

我々としては、資源としては非常にすばらし

いという認識がありますが、それが実際に商

品化して売れるかどうかというところ、御指

摘のとおり、ここが大変難しいというふうに

感じております。

産業技術センターの方では、今、農産加工

部でありますとか、微生物応用部であります

とか、それから総務企画部、そういった横が

連携をとりまして、プロジェクトチームをつ

くりまして売れるものづくりをするというこ

とで、パッケージングでありますとか、ネー

ミングでありますとか、そういったところま

で含めて総合的な商品開発をどうしたらいい

かというのを考える取り組みを始めておりま

、 、 、すが 現実としては もっといろんな知恵を

例えば専門のコンサルの方の意見を聞くと

か、そういったいろんな取り組みをしなけれ

ばいけないかと思っております。

１つ、民間の方の取り組みの成功事例とし

、 、ては ベビーリーフというものがありますが

これは独自でネーミングからパッケージング

から考えられまして、東京のデパートに今出

荷もあっておりますし、大手のスーパーの中

との取引なんかも始まっていると、そういう

事例もありますので、行政もしっかり頑張っ

て販路開拓、拡大、そういったものについて

取り組んでいきたいというふうに思っており

ます。

○佐藤雅司委員長 意気込みを感じておりま

すので、頑張ってください。

よろしゅうございますか。

○西岡勝成委員 はい。

○佐藤雅司委員長 ほかにございませんでし

ょうか。

○藤川隆夫委員 企業局の方に、電気事業は

黒字で進んでいるんですけれども、実は車帰

の風力発電の部分、初年度はたしか赤字だっ

たと思うんですけれども、今の状況と今後の

見通し、料金単価は下がっていますので、ど

うなるのか教えてください。

○中園総務経営課長 車帰の風力発電につき

ましては、平成17年度に10月から運転開始を

いたしまして、18年度、19年度、丸２年間経

営をいたしたところでございますけれども、

まだ当初の目的よりも――18年度、19年度は

両方とも発電量が52.7％ということで、当初

の目標よりもかなり下回っている状況でござ

います。

○藤川隆夫委員 これは赤字ってことです

か。

○中園総務経営課長 はい。20年間のキャッ

シュフローでは、当初の目的では、20年間で

6,900万円ほどの黒字の予定でございました

けれども、18年度の結果を見て、19年度に77

％発電ということで下方修正いたしました。

その見込みでは、大体2,900万円ほどの逆に

赤字が出るというふうに計算いたしました。

○佐藤雅司委員長 これははっきり言ってく

ださい。2,000……

○中園総務経営課長 2,900万円です。これ

は20年間でですね。

１年間の収支としましては、売電料とそれ

に見合ういろんな費用、さらに、起債を起こ

しておりますので、その起債の償還というの

がございますので、単年度で見ますと、また

さらに赤字ということでございます。

○藤川隆夫委員 20年度でも、最初事業費の

償還という形だったと思うんですけれども、

それでもまた赤字が出るという、マイナスに
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なりそうだというような、今の話だと予測に

なるんですけれども、何かこの風力発電だけ

の事業で何とか黒に持っていくような方法と

いうのは考えられないんでしょうか。

○中園総務経営課長 当初の見込みでは、風

が大体毎秒6.5メートルあるいは6.2メートル

ということで予測しておりましたけれども、

非常に風が吹かずに発電量が落ちているとい

う上に、機器の故障等がございまして、当初

の目的どおりに風力が上がっておりませんの

で、今後、さらに機器がうまく機能して発電

を起こせるように、また工夫をしていきたい

というふうに思っています。ただ、決定的に

やっぱり風が吹かないというのが原因でござ

いますので……

○佐藤雅司委員長 私が地元ですから、結構

毎日見ているんですけれども、なかなか働き

が悪いですね、あれは。何か原因があるんで

しょうか。(発言する者あり)

○福原工務課長 工務課でございます。

今の御質問の件なんですけれども、今、中

園課長の方から説明がありましたとおり、一

番大きなところは、当初考えておりました風

速に対して、現在やっぱり風速が落ちており

。 、 、 、ます それと 機器の故障が17年 それから

18年当初については初期故障ということでか

、 、なりありまして そのあたりが改修された後

雷もしくは初期故障以外の故障ですね。ちょ

っとこれはメーカーで今調査中なんですけれ

ども、ことしの連休中にもちょっととまりま

したが、今現在調査中ということではっきり

した原因はわかっておりませんけれども、そ

のようなメーカーもちょっとわからないよう

な故障というのが出ておりまして、稼働率が

落ちているという状況にあります。

○藤川隆夫委員 つくったものはどうしよう

もないわけでして、ぜひ、できるだけ黒字化

するように努力してもらうしかないのかなと

いうふうに思いますので、ぜひよろしくお願

いします。それ以上言ってもしようがなか。

○西岡勝成委員 関連していいですか。

私も、決算で何か観光客のどうのこうのと

いうような説明もありましたけれども、ああ

いうのは大阿蘇に本当人工構造物なんて合わ

ないですよ。本当できれば取っ払ってほしい

。 、ぐらいの感じですね 飛行機の上から見ても

大阿蘇にやっぱりあの景観はよくない。だか

ら、なるだけ――また取り戻すためにふやす

とか、そういう発想はしないように。

○佐藤雅司委員長 それにつきまして、福原

課長、何か今後の見通しはありますか。

○福原工務課長 現在、風況観測を阿蘇周辺

で２カ所やっておりますけれども、その結果

を見て今後については検討したいというふう

に考えております。

○佐藤雅司委員長 企業局長、何かこれにつ

いてコメントはありますか。

○上野企業局長 先ほど藤川委員から言われ

ました――結果がこういうことになっていま

すので、見通しが甘かったんじゃないかと言

われるのは一部間違いございません。それに

ついては、言われたように、見通しが甘かっ

た部分と、日本のメーカーの機器でございま

すので、スタートしたばっかりということで

故障が多かった、その部分もありますので、

そのあたりは調整しながら、できるだけおっ

しゃったように赤が小さくなるように努力し

たいと思っています。

それから、西岡委員が言われました、もう

やるべきじゃないというお話がございました

けれども、風力発電については、確かに経営
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的にはなかなか難しい部分がございます。た

だ、今の発電の流れからしますと、風力、水

力、それから太陽発電、このあたりについて

は、ある程度啓発する役目も県としてはござ

いますので、今の時点でやめたということは

なかなか言えないので、先ほど課長が言いま

したように、今調査している部分も含めまし

て、景観にも配慮して、ただ、今は車帰は下

から見えますけれども、例えば見えない奥地

とか、そういう調整をしながら再検討させて

いただきたいと思います。

○佐藤雅司委員長 それじゃ、よろしゅうご

ざいますか。

○藤川隆夫委員 済みません、もう１点。

労働雇用総室に、高等技術訓練校というの

をつくって、今いろんな訓練をされておりま

すけれども、この中で、新規学卒者を対象と

した普通課程の職業訓練、これは就職率が10

0％なんでしょう。それ以外の離職者、母子

家庭だとか、障害者だとか、若年者を対象に

したものがありますよね。そこの定員割れは

していないのか、あるいはその部分の就職率

はどうなのかというのを含めて。

○長野労働雇用総室長 一応、各コース、２

番以下でコースを設けておりますけれども、

すべてが定員を満たしておるということでは

ございません。ただ、受けた方々のその後の

就職率ということで見ますと、離職者、母子

家庭の部分、②の部分ですね。ここが修了さ

れた方が80.4％、それから障害者の方は15.4

％、それから若年者を対象としたデュアルシ

ステムですけれども、これは82.3％、それか

ら在職者につきましては、これはもう在職者

ですので……。

○藤川隆夫委員 やはり母子家庭、障害者、

若年者、若干就職率がそこまで高くないわけ

でして、特に障害者雇用に関しては今でも問

題になっているかと思いますので、ぜひ就労

できるような形での支援をお願いしたいとい

うふうに思います。よろしくお願いします。

○佐藤雅司委員長 長野室長、よろしくお願

いいたします。

ほかにございませんでしょうか。

○増永慎一郎委員 経営金融課にお伺いしま

すけれども、高度化資金貸付金と設備貸与資

金貸付金、これは毎回のように発生をしてお

りますが、回収状況とかがわかればちょっと

。 。教えていただきたいのですが 焦げつきとか

○藤好経営金融課長 未収金の状況というこ

と……

○増永慎一郎委員 はい。

○藤好経営金融課長 高度化につきまして

は、大体19年度では、高度化事業では20億6,

000万円、それから、旧設備近代化資金とい

うのがございましたけれども、これで4,100

万円ほど、未収金状況としてはございます。

○増永慎一郎委員 20億の、何というか、滞

納、これは計画的に――もとからの滞納では

なくて、見直し見直しでいった部分の滞納額

じゃないんですかね。

○藤好経営金融課長 見直し見直しといいま

すと、猶予をされたという部分ですか。

○増永慎一郎委員 そうです。

○藤好経営金融課長 今申し上げた数字は延

滞額そのものです。

○増永慎一郎委員 どこにでも――当時、20
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年ぐらい前だったと思うんですが、協同組合

によるショッピングセンターがかなりのとこ

ろにできまして、なかなか経営がうまくいか

ないということで、私の地元にもございます

、 、 、が 延滞という形で その後に入居者もない

テナントとして入ることもないということ

で、本当にどうしようもないような状態にな

っているところが多いと思います。

県の方から、施策というのは、要はその延

滞金、お金を先延ばしにするという方法しか

多分とれられてないというふうに感じます。

実際、そこに入っている組合員の人たちは、

これから先県がどういうふうな方向性を持っ

てやっていくのか、いきなり回収にかかるの

か、非常に懸念されている部分が多いので、

もしよければ、具体的に県として滞納されて

いるところに関してどういう政策をやってい

かれるのか、もしあれば教えていただきたい

というふうに思います。

○佐藤雅司委員長 藤好課長、簡潔にお願い

します。

○藤好経営金融課長 延滞というのは、もう

既に期限を過ぎている分でございますけれど

も、その分については効率的な回収に努めた

いと思っております。

それと、償還猶予とかしたもの、経営状況

が厳しくなっているところがございます。こ

れは、日々いろんな巡回をしながら、組合等

の、どういう考えでこれから進むのか、そう

いうのも十分踏まえながら、ないしはいろん

なアドバイザーが必要であれば、そういった

ふうなところの専門的な助言等もできるよう

な、そういうふうなことを図ってまいりたい

と思っております。

○増永慎一郎委員 それに関連して、テナン

ト等のあっせんとかは県の方で何かやられて

いるんですか。

○藤好経営金融課長 具体的にちょっと、ど

ういうテナントがありますとか、そこまでは

ちょっとなかなかできませんけれども、いろ

んな中央会等もございますので、そういった

ところへのいろんな情報提供等はお願いをし

ていきたいとは思っておりますけれども。

○増永慎一郎委員 今後とも――そういう状

況は今から先もずっと続いていくというふう

に思いますので、ぜひともよろしくお願いし

ておきます。

○佐藤雅司委員長 そこは要望でございます

ので、どうぞよろしくお願いいたします。

それでは、大変時間が押してきてまいって

おります。あと、鎌田委員。

○鎌田聡委員 企業局にお尋ねしますけれど

も、有料駐車場事業、今後事業のあり方の検

討を行うということになっておりますが、事

業継続のほか云々かんぬんとしてあります

、 、が ここは赤字じゃないところですけれども

やはり県の役割として、駐車場事業がどうな

のかと。私、発電事業もどうなのかと、県が

やることはどうなのかと思いますが、今後、

平成20年度のあり方の検討の中で、どういっ

たふうに検討していかれるのか、企業局内部

だけの検討なのか、それとも第三者を交えて

やっていかれるのか、その辺を教えていただ

きたいと思います。

○中園総務経営課長 有料駐車場につきまし

ては、昭和55年から運営を開始しておりまし

、 。て 今日までずっと黒字基調で来ております

その途中途中で、この有料駐車場事業を公営

事業でやることがいいのかという、そういっ

た議論はもちろんございました。

平成20年度は、あり方検討委員会というこ

とで、現在外部に一応委託をしまして、外部
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の委託の中で５名の委員さんを選んで、その

５名の委員で今後のあり方の検討について進

めたいというように考えております。

もちろん、いろんな――企業局でやること

がベターなのかということも含めて、また外

部委託、また民間にこれを譲渡することも含

めて、そういった検討をまたしていきたいと

いうように考えております。

○鎌田聡委員 外部に委託――今、その５名

の委員の方に委託して検討してもらっている

ということですか。

○中園総務経営課長 民間のコンサルにこれ

を委託しまして、コンサルが５名の委員を今

選んで、具体的にもう７月ぐらいから、その

委員さんを含めて検討に入りたいというよう

に考えております。

○鎌田聡委員 検討は、じゃあどのくらいま

でにやってくれという話になっているんです

か。

○中園総務経営課長 もちろん、20年度いっ

ぱいで当然やるわけでございますけれども、

実はこの有料駐車場事業、耐震診断をしたと

ころ、かなり改修が必要というようなことが

ございまして、本来であれば21年度等に工事

をする必要がございますけれども、手戻りが

ないように、まずやり方――これは本来であ

ればもっと後にあり方検討をする予定でござ

いましたけれども、そういった耐震に対応す

る必要がございますので、前倒しで20年度い

っぱいかけてあり方検討をするということで

ございます。

○鎌田聡委員 耐震の話はちょっと私初めて

、 、聞いたんですが そういった改修費を含めて

これはやっぱり黒字とはいえども継続してい

くにはそれなりの費用がかかるということ

で、検討を進めるということですが、何もか

んも民間コンサルだけの検討だけじゃなく

て、特にこういった委員会には途中経過あた

りも説明していただきながら、やっぱり議会

の中での議論というのも必要になってくると

思いますので、ぜひそういった経過は逐一報

告いただきながら、いずれにしろ、少し官民

の役割の話が先ほどございましたけれども、

県としてこの事業をやっていくのは妥当なの

かどうなのかという部分もやっぱり議論をさ

せていただきたいと思いますので、よろしく

お願いいたします。

○佐藤雅司委員長 企業局、よろしゅうござ

いますか。途中でまた、定期、不定期でも結

構でございますから、出していただくという

ことでよございますね。

○中園総務経営課長 はい。

○内野幸喜委員 商店街活性化の件、商工政

策課の方にお尋ねしたいと思います。

この中で、中心市街地商店街等活性化支援

とか、幾つかあります。その中で、新規事業

で300万ありますけれども、この中に空き店

舗対策を重点的に支援することと書いてあり

ます。その空き店舗対策、具体的に今どうい

う方法でその空き店舗対策、店舗出店とか、

ここに書いてありますけれども、店舗誘致と

、 。 、か 非常に今難しいと思うんですね 例えば

地方の商店街であれば、そこの店自体に人が

住んでいらっしゃる、でも、もう店をやめて

いるとか、そういうところが結構あるんです

よね。どういう方法で、じゃあその店舗誘致

をするのか、ちょっとお伺いしたいと思いま

す。

○宮尾商工政策課長 空き店舗対策について

御説明いたします。

この事業は、この中でも書いておりますと
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おり、地域住民参画型のプロジェクトといい

まして、直接市町村でありますとか商店街だ

けでやるということではなくて、中心市街地

活性化協議会という大きい――中活法に基づ

く中心市街地活性化協議会の中でさらにプロ

ジェクトをつくっていただいて、ですから、

もう地域の住民も含めてみんなでやりましょ

うという合意のもとに、空き店舗でそういう

事業を始めようというふうに考えておりま

す。

もう１点、誘致という話でございますが、

これはちょっと実はもう既に動いているとこ

ろがございまして、もちろん空き店舗で自分

たちで何か事業を始めるというのと、もう１

つ、そういう商店街の核になる店舗を誘致し

たいという話が、もう既にこの協議会設置の

団体の方からも話がございまして、これは市

町村からも話がございまして、そういった形

でそれを支援すると。ですから、今から何か

始めるというよりも、もう幾つかそういった

動きがございまして、そういった中で県の方

でそういうプロジェクトチームをつくるある

いはその中心市街地……

○佐藤雅司委員長 宮尾課長、簡潔にお願い

します。

○宮尾商工政策課長 全体でやるということ

を前提としてこの事業を組み立てているとい

うことでございます。

○内野幸喜委員 その商店街の活性化という

ことで、いろんなイベント等をやっている商

店街もあります。そういうときは、いろんな

ところから幅広く来られるんですよね。しか

し、じゃあそれぞれの小店にとって売り上げ

が伸びているかというと、伸びていないんで

。 、 、すよ これは 例えば玉名市の高瀬商店街も

今本当に一生懸命頑張っていただいているん

ですけれども、残念ながら売り上げが思った

ほどは伸びていないという声も聞きます。

私は、大分県の豊後高田の商店街にも行き

ました。あそこは非常に観光客の方がふえて

。 、いるんですね 伸びている店はあるけれども

日常の生活用品とか食料品を扱っている店舗

に関して言うならば、外から見られているだ

けで、実際に買い物をされる方は少ないと。

本当に、これはもう時代の流れなんでしょ

うけれども、商店街というのは本当に厳しい

んですね。このままであれば、その商店街自

体がもう生き残っていけない。当然、郊外型

の店舗がふえてきていますので、そういった

ところに人の流れも向かいますから、このま

まだったら商店街というのはなくなると思う

んです。

ただ、商店街のいいところというのもある

んですよね。やっぱり地域コミュニティーを

形成したりとかですね。だから、そういった

ところも重点を置いて、ぜひ積極的な支援を

私はしていただきたいと思います。これは要

望でいいです。

○佐藤雅司委員長 内野委員のおっしゃった

、 、ように シャッター通りであるとか空き店舗

非常に厳しい状況のことは県も十分承知して

おられると思いますので、そうしたところを

踏まえましてひとつ対策をよろしくお願い申

し上げたいと思います。

それでは、ちょっとお昼になってしまいま

したけれども、委員の皆様に、ひとつこのま

ま続けてよろしゅうございますでしょうか。

(「はい」と呼ぶ者あり)

○佐藤雅司委員長 じゃあ、職員の皆様も、

腹が減っていると思いますけれども、ひとつ

御協力をよろしくお願い申し上げたいと思い

ます。

ほかにございませんでしょうか。

○西岡勝成委員 何回も済みませんが、外国

人の観光客、特に韓国、台湾の方々が熊本県
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内で伸びておるということでございますけれ

ども、ゴルフ、温泉が大体人気と聞いており

ます。知事が、選挙戦の中でも、世界遺産に

向けて天草が今いろいろ運動もしていますけ

れども、天草を聖地にするんだと。そのよう

な運動をしたいということを言っておられま

して、韓国はクリスチャンが非常に多いんで

すね。今度、何か知事も同行されて行かれる

ようでございますけれども、そういう中で、

福岡便が結構天草の場合あるので、福岡から

天草に入って、熊本に行って阿蘇へ行くとい

うようなコースも十分考えられるんですけれ

ども、ターゲットを絞ってぜひ観光につなげ

ていただきたいと思うんです。今の韓国から

の入り込みは、どういう流れの中で入ってき

ているんですか。どういうところを見て。

○梅本観光物産総室長 東アジアから大変ふ

えておりまして、特に韓国は、一番直近のデ

ータが出ておりますが、平成19年のデータで

30万人を超える方々が熊本に来ております。

これは宿泊数を掛けますので、人数掛けるの

宿泊者数で計算したところでございますが、

30万人が来られている。これは全国４位の数

字でございまして、大変なマーケットである

と思っております。

委員の御指摘のどこから来るのかというこ

とにつきましては、やはりビートルを利用し

て博多から来るあるいは博多空港からという

のが一番多うございます。パターンといたし

ましては、２泊３日または３泊４日のケース

で熊本を選んでいるというパターンが多うご

ざいますので、そういった旅行形態や実態を

きちっと把握した上で効果的な誘客をしたい

と思っております。

知事は、来月、韓国に参りまして誘客に努

めますとともに、あわせて波状攻撃みたいな

形でまた秋には、またトップセールスで参り

たいと言っておりますので、そういうターゲ

ットを絞ったあるいはちゃんと誘客につなが

るような取り組みをきちっとしていきたいと

考えております。

○西岡勝成委員 戦略的に考えれば、案内板

にしてもハングル文字でやるとか、そういう

ものをつくっていくとか、そのぐらいのこと

までやっていかないと、ああ熊本はここまで

力を入れているんだというような雰囲気には

、 、なってきませんので コースの開発も含めて

ぜひ力を入れていただきたいと思います。

○佐藤雅司委員長 要望で……

○西岡勝成委員 結構です。

○佐藤雅司委員長 それでは、大変時間も押

しておりますが、質疑はありませんでしょう

か。――なければ、これで終了させていただ

きます。

それでは、ただいまから本委員会に付託さ

れました議案第１号及び第２号について、一

括して採決をしたいと思いますが、御異議あ

りませんか。

(「なし」と呼ぶ者あり)

○佐藤雅司委員長 御異議なしと認め、一括

して採決をいたします。

議案第１号及び第２号について、原案のと

おり可決することに御異議ありませんか。

(「異議なし」と呼ぶ者あり)

○佐藤雅司委員長 異議なしと認めます。よ

って、議案第１号及び第２号は、原案のとお

り可決することに決定をいたしました。

次に、閉会中の継続審査事件についてお諮

りをいたします。

議事次第に記載の事項について、閉会中も

継続審査することを議長に申し出ることとし

てよろしいでしょうか。

(「はい」と呼ぶ者あり)

○佐藤雅司委員長 それじゃ、御異議なしと

、 。認め そのように取り計らせていただきます
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次に、その他の報告事項に入らせていただ

きます。

商工観光労働部から報告の申し出が２件、

企業局の報告が２件あっております。

まず、報告①②③まで執行部から説明を受

け、質疑を行い、その後④の説明と質疑に入

りたいと思います。

それでは、報告①及び②について、宮尾商

工政策課長、簡潔にお願いいたします。

○宮尾商工政策課長 それでは、私の方から

２件報告させていただきます。

経済常任委員会報告事項という１冊と、そ

れから、別冊で、別冊１、別冊２というのが

ございます。こちらの方をお手元にお願いい

たしたいと思います。

まず、商工観光労働部における平成19年度

の行財政改革の取り組みということでござい

ます。

こちらにつきましては、平成17年度から開

始しております県の行財政改革基本方針に基

づきまして、毎年度取り組んだことを委員会

の方に御報告するということでございます。

全体的な話につきましては総務常任委員会

の方で報告されておる状況でございますの

で、この別冊１は、この総務常任委員会で行

政経営課の方から報告する資料でございます

、 。ので 後ほどごらんいただければと思います

それでは、商工観光労働部の取り組みでご

ざいます。報告事項の２ページからお願いい

たします。

２ページが行政改革ということで、組織体

制の見直し、地域振興局等出先機関の見直し

でございます。

当部関係で、産業支援体制の整備、強化に

向けた取り組みということで、工業技術セン

ター、食加研、計量検定所を産業技術センタ

ーに再編統合をしております。

そのほか、産業技術センターの整備基本計

画を昨年策定したところでございます。

３ページが守備範囲の見直しということ

で、職員住宅の見直しでは、大阪事務所の職

員住宅については、借り上げ方式への移行を

含む検討を進めております。

それから、試験研究機関における外部評価

制度等運用をしております。

利用率が低い公の施設の見直しということ

で、野外劇場アスペクタでございますが、こ

ちらにつきましては指定管理者を導入したと

ころでございます。

、 、そのほか 高等技術訓練校におきましても

20年度から新たな取り組みを開始しておりま

す。

４ページをお願いいたします。

出資団体の見直しでございますが、県伝統

工芸館につきましては、民営化に向けた検討

を進めております。

くまもとテクノ産業財団につきましては、

産業技術センターとの連携の強化を図ってお

ります。

指定管理者の導入は、先ほど申し上げたと

おりでございます。

５ページの財政改革でございますが、高等

技術訓練校の授業料につきましては、19年度

入校生から、県立高校と同額の授業料を徴収

しているところでございます。

滞納が発生している貸付金等につきまして

は、早期回収につきまして、民間に委託であ

りますとか、債権差し押さえ等の手続により

早期回収を図っているところでございます。

６ページでございます。

一般行政経費の見直しでは、商工団体等の

補助金の見直しでございます。先ほどお話が

ありましたとおり、今回は1,800万円、0.8％

ということでございます。人件費については

1,800万円ということでございます。

ただし、18年度当初予算と比較して3,600

万円、これは19年度でございますけれども、

削減を行っております。

それから、７ページの行財政基盤の強化と
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いうことで、産業支援体制整備、これは先ほ

どと重複でございますので割愛いたします。

８ページが県税の減免等による企業誘致の

、 、促進ということで 企業誘致に関しましては

19年度、件数35件ということでございます。

そのほか、リース方式による工業団地等へ

の誘致というものを進めておるところでござ

います。

以上でございますが、現在は県の経営改革

推進本部という形で進んでおりますが、この

６月に財政再建推進本部という形に衣がえし

ております。今後とも、この財政再建推進本

部を中心に行財政改革を進めてまいりたいと

考えておりますので、よろしくお願いいたし

ます。

続きまして、２番目の中小企業振興基本条

例に基づく取り組みでございます。

９ページでございますが、こちらの方も簡

潔に御報告させていただきます。

１の中小企業振興に係る平成19年度の主な

取り組みでございますが、表にしております

が、まず、条例の周知、受注機会の拡大につ

きまして、商工観光労働部長名で各部局長へ

条例の周知及び県が発注する工事、物品、役

務に関して受注機会の拡大を要請するととも

に、各部局の政策調整審議員で構成します庁

内の調整会議で職員への周知を図ったところ

でございます。

各部におきましては、中段の土木部にあり

ますとおり、国等の発注機関に対して要望活

動を行うほか、県発注の特記仕様に努力規定

を設け、県内企業活用の促進を求めるなど、

各部局においても条例に基づく配慮に努めた

ところでございます。

このほか、各種媒体での条例周知でありま

すとか、商工団体のセミナー、研修会での説

明会などを行うほか、大型店の手続の際など

にも周知を図るなど、さまざまな機会での周

知を行ったところでございます。

めくっていただきまして、10ページからが

具体的な中小企業振興対策の主な取り組みで

ございます。

本日、簡単に説明させていただきますが、

２のものづくりの振興、技術力の強化への支

援につきましては、先ほど説明いたしました

産業技術センターの施設整備について着手し

たほか、センターの技術支援の件数などを記

載しております。

３の中小企業の経営革新につきましては、

国の中小企業資源活用プログラムについて、

５件の国の認定を受けたところでございま

す。

４の中小小売業の振興では、商店街のイン

ターネット講座で立ち上げましたブログサイ

トに大変大きな反響があったほか、健康サー

ビス産業振興戦略や上海での物産展、商談会

等の事業を行っております。

11ページの５の中小企業の経営基盤の強化

は金融支援でありますが、前年度を上回る4,

687件、341億円の新規融資を実行しておりま

す。このほか、テクノ産業財団が実施する相

談件数や土木部所管の建設業への相談件数、

現地指導件数を記載しております。

６の中小企業の環境変化につきましては、

県内３つの商工会議所と商工会連合会に経営

安定特別相談窓口を設け、経営危機に直面し

ている中小企業の支援を行ったところでござ

います。

７の中小企業の人材育成と雇用対策につき

ましては、県立技短、高等技術訓練校の就職

率100％ということでございます。

男女共同参画や生活衛生営業に関する研修

など、団体の人材育成も行っております。

ジョブカフェでの若年者就職支援、県立高

校のインターンシップ事業など実施しており

ます。

12ページに入りまして、障害者の就職支援

対策など取り組んでいるところでございま

す。

８の総合産業としての観光振興では、観光
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客誘致、大型キャンペーンなどを実施したほ

か、地産地消チャレンジ支援事業や協力店の

指定などを行っております。

９の環境と調和のとれた産業活動につきま

しては、環境生活部において、バイオディー

ゼル燃料の普及啓発や事業化支援を行ってい

るところでございます。

10は企業誘致、11は雇用環境整備について

でございます。

以上が19年度の主な取り組みでございま

す。

次に、２の平成20年度の取り組みでござい

ますが、別冊２でございます。

本日、こちらにつきましては説明を割愛さ

せていただきたいと思いますが、今年度から

こういう形で毎年度、中小企業の支援計画と

いうことで、中小企業の支援事業につきまし

て、年度初めに取りまとめて公表してまいり

たいと考えております。

この全体事業で81事業、金額で280億円ほ

どでございますが、これには公共事業等はも

ちろん含まれておりませんが、こういう形で

毎年度支援計画ということで発表してまいり

たいと考えておりますので、どうぞよろしく

お願いいたします。

○佐藤雅司委員長 急がせて済みませんです

ね。

、 。ただいま報告事項の１ ２が終わりました

続きまして、報告３の企業局の報告をお願い

いたします。これも簡潔に、中園総務経営課

長。

○中園総務経営課長 企業局における平成19

年度の行財政改革の取り組みについて御報告

申し上げます。13ページをお願いします。

、 、企業局では アクションプラン等に基づき

今行財政改革に取り組んでいるところでござ

います。

主な取り組みでございます。行政改革につ

きましては、19年度にできました財政融資資

金等の補償金なしの繰り上げ償還の制度に基

づきまして、19年度は具体的に取り組みはし

ておりませんけれども、21年度に制度の活用

を行う予定でございます。

14ページをお願いします。

企業局における経営基盤の強化、効率的な

事業運営の推進でございますけれども、経営

基本計画に基づきまして、組織体制の見直し

あるいは職員の削減、特殊勤務手当の見直し

などを行っているところでございます。

以上でございます。

○佐藤雅司委員長 それでは、１、２、３の

報告が終了いたしましたので、質疑を受けた

いと思います。質疑はありませんか。

(「なし」と呼ぶ者あり)

○佐藤雅司委員長 なしということでござい

ます。

これで報告事項の質疑を終了いたします。

次に、④の報告を企業局からお願いいたし

ます。

○中園総務経営課長 引き続きまして、別冊

３により、荒瀬ダム撤去の凍結について御説

明いたします。別冊３をごらんください。

まず、１の撤去の決定に至る経緯でござい

ます。

荒瀬ダム（藤本発電所）は、昭和29年に発

電を開始し、当時は県下の電力供給量の16％

を占め、戦後の本県経済復興に寄与してきま

したが、近年、電力需要量の増大などで１％

弱となっております。

平成15年３月末で切れる水利権の更新時期

を迎え、発電事業の将来見通しを検討する中

で、平成14年12月定例会で、本会議の質問に

答える形で当時の潮谷知事が、平成22年３月

31日まで７年間事業を継続し、７月から撤去

に入るものと決定されたことでございます。

その理由の１点目は、電力自由化の中で、
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電力収入が厳しくなり、発電機や水門などの

主要設備の改良が10年前後に到来するが、そ

れに要する60億円を超える資金の回収が不透

明であったこと、２点目は、地元の旧坂本村

の荒瀬ダム継続の停止を求める意見書や、自

民党県議団の水利権更新の10年を目途に、事

業を継続し、その後ダムを撤去すべきとの提

言を考慮する必要があったこと、さらに、３

点目は、発電事業を終了するにはダムや発電

所施設の撤去に47億円の費用が見込まれ、電

気事業の利益から捻出するには６年以上の事

業継続が必要なこと、４点目は、九電との基

本契約が平成22年３月31日までであったこ

と、これらを総合的に判断し、水利権を22年

３月末まで更新し、４月からの撤去を決定さ

れたものでございます。

次に、２の撤去凍結の理由でございます。

去る６月４日の定例記者会見で、知事は、

平成22年４月からの荒瀬ダム撤去の方針を凍

結し、事業継続の方向で再検討し、早急に結

論を出したい旨の発表をされました。具体的

理由は次の３点でございます。

まず１点目は、財政再建の観点からです。

平成22年度に財政再生団体に転落しかねな

い厳しい県財政下にあって、莫大な費用を使

い荒瀬ダム撤去の必要があるか、むしろ有効

に利用すべきであるというものです。

２点目は、電気事業の将来見通しの観点か

らです。

２つございます。その１は、ダム撤去費用

増加の見込みです。

当初の想定では 撤去費用に47億円 管理・、 、

環境対策に13億円、合計60億円と見込んでお

りましたが、撤去費用が護岸補修費用等の増

加で54億円、管理・環境対策費用が泥土処理

費用等の増額で18億円、合計72億円となり、

当初より12億円の増加の見込みです。このま

、 、まで撤去を進めると 内部留保資金だけでは

撤去費用ばかりか、ほかの発電所の維持管理

も賄えず、電気事業全体の存続を危うくし、

一般会計からの資金投入は、危機的な財政状

況下ではそれが難しいことです。

その２は、公営電気事業経営の先行きの見

通しです。

平成14年度に、当時にはわからなかった設

備更新費用、メンテナンス費用、さらに人件

費など、発電に要する費用と適正な利益が電

気料金に反映される、いわゆる総括原価方式

が維持される見込みであり、水車発電機やゲ

ートの更新費用の60億円が売電料金で回収さ

れるめどが立ったことです。

３点目は、本県の地球温暖化対策の観点か

らでございます。

７月に開催される洞爺湖サミットの主要議

題の１つである地球温暖化対策にとって、発

電過程で二酸化炭素を排出しない、純国産エ

ネルギーである電力を生み出す水力発電は価

値があることです。

この３つの観点から、荒瀬ダム撤去を一た

ん凍結し、事業継続の方向で再検討し、さま

ざまな方向から議論をし、総合的に判断して

年内に結論を出したいということでございま

す。

次に、３の凍結の発表に至る検討の経緯及

び今後の予定でございます。

知事が本会議でも申しましたように、継続

事業でもゼロベースで見直すとの考えで、企

業局からの報告を受け、協議を重ね、凍結が

妥当であるとの判断をされ、今議会で議論し

ていただくためにはぎりぎりのタイミングで

の記者発表であったものです。

今後、関係部局と水質環境対策や地域対策

などを協議した上で、地元八代市や漁協など

の関係団体や地域住民などの関係者の皆さん

方へ方針変更の理由を説明し、水質対策、環

境対策や地域対策など具体的な方策を提示

し、そして、さまざまな御意見、御提案を拝

聴し、年内に結論を出したいと考えておりま

す。

次に、４の添付資料でございます。
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(1)の撤去費用の増大について及び(2)の内

部留保資金のシミュレーションについて御説

明いたします。では、４ページをお願いいた

します。

資料１の撤去費用の増大についてですが、

撤去を決定した平成14年当時、撤去費用に47

億円、管理・環境対策費用に13億円、合計60

億円を要すると記載しておりましたが、荒瀬

ダム対策検討委員会や専門部会の意見を取り

入れた環境に配慮した撤去の考えのもとに、

19年度まで実施した費用あるいは今後必要と

見なされる費用を、今年４、５月時点で試算

、 、したところ 撤去費用が７億円ふえて54億円

管理・環境対策費用は５億円ふえて18億円、

合計72億円となり、12億円ふえる見込みとな

りました。

その主な要因を御説明しますと、まず、ダ

ム本体撤去が２億4,800万円の増ですが、こ

れは撤去工事期間が６年、６段階になったこ

とで、仮設工事費用等が増加したものでござ

います。委託費が１億700万円の増ですが、

環境モニタリング調査費用の増加によるもの

です。

、 、 、次に 堆砂除去 泥土除去で４億400万円

護岸工事で２億3,000万円がそれぞれ増加し

ております。

一方、隧道撤去では、逆に１億9,500万円

の減ですが、これはトンネル処理方法の見直

しによる減額でございます。

次に、管理・環境対策費用ですが、砂れき

除去で１億9,600万円の減ですが、これは撤

去費用に計上したための減額です。泥土除去

では８億7,300万円の増ですが、これは撤去

数量見直しや運搬費用の増加によるものでご

ざいます。

次に、５ページをお願いいたします。

資料２の内部留保資金のシミュレーション

についてでございます。

この内部留保資金は、事業活動により企業

内に蓄積された資金のことで、公営企業が健

全な経営を行うために必要な資金で、建設改

良資金や運転資金として利用されるもので

す。

この内部留保資金の源泉、もとになるもの

は、営業活動で得た純利益と収益的収支で費

用化された減価償却費や除却損などの現金の

支出を伴わず、企業内に蓄積される損益勘定

利用資金などでございます。荒瀬ダム撤去の

、 、撤去費用は 公営企業の独立採算制の性格上

この内部留保資金で賄うことといたしており

ます。

１の内部留保資金の推移でございますが、

まず、現時点と書いてある欄をごらんくださ

い。

今年５月時点で、さきに御説明しましたよ

うに、工事費用や管理・環境対策費用が変更

になったため、改めてシミュレーションした

ものでございます。

その結果、撤去を決定した14年度決算時の

内部留保資金は45億9,700万円でございまし

たが、撤去前年の21年度が最も高く、56億1,

600万円となり、22年度から６年間の本体工

事が始まり、工事が終わる27年度には１億8,

100万円になると想定をいたしております。

これまでの企業局の運営では、手持ち資金

として約10億円程度は必要だと考えておりま

すので、28年度以降は、営業費用や維持、補

修や建設改良に要する費用が不足し、電気事

業経営が成り立たなくなるおそれがあるとい

うふうに考えております。

なお、撤去費用や管理・環境対策費用を72

億円と見込んでおりますが、これには地域対

策、地元対策に要する費用は全く考慮してお

。 、 、りません 仮に これらに対応するとすれば

内部留保資金が底をついておりますので、一

般会計からの持ち出しが必要となります。

さらに、内部留保資金の試算には、電気事

業会計から工業用水道事業会計に貸し付けて

おります17億1,000万円が、一般会計からの

支援を受けて工業用水道事業会計から返済さ
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れますことを前提といたしております。

なお、上の欄に、撤去を決定した14年当時

におかれたシミュレーションを掲げさせてい

ただいております。14年当時の内部留保資金

は45億7,000万円でしたけれども、22年３月

まで７年間事業を継続し、13億円の管理・環

境対策を実施しながらたまった内部留保資金

は、21年度には61億6,600万円と想定してお

ります。22年度に、仮に47億円の撤去工事を

１年で実施し、荒瀬ダム・藤本発電所分の企

業債を一括して償還したとしても、なお７億

円の余裕があるものと想定をいたしておりま

した。

次に、５ページの下の表の撤去費用の年次

別支出額でございますが、15年度から29年度

以降分までの主な工事内容と撤去費用、管理

対策を記載したものです。

なお、６ページから24ページまでは、撤去

工事の工程表、撤去費用の内訳、収益的収支

と資本的収支のシミュレーション、詳細な内

部留保資金のシミュレーションと、最後の資

料はシミュレーションに係る前提条件を記し

た資料です。いずれも詳しく説明する時間が

なく、申しわけございませんけれども、資料

の提示だけをさせていただきます。

荒瀬ダム撤去の凍結についての御報告は以

上でございます。

○佐藤雅司委員長 以上で企業局の説明が終

了いたしましたので、質疑を受けたいと思い

ます。質疑はありませんか。

○西岡勝成委員 今の説明書の中にもありま

すように、自民党で当時私もＰＴの座長を仰

せつかっておりました。余りにも唐突で、当

時のメンバーの中には、今の衆議院議員の坂

本先生もおられますし、八代市長もおられま

した。我々も、地元の坂本村、また沿岸漁民

、 、の皆さん方 いろいろな御意見を賜りながら

また、企業局としての、要するに発電機の更

新の問題、水利権の問題、内部にあったヘド

ロから発生する赤潮の問題等々、いろいろあ

りました。

特に、御所浦では、30数億を超える被害が

出ました赤潮が、12年ですか、発生をいたし

ておりましたし、不知火海、八代海の非常に

再生ということに神経をとがらせておる段階

での決断であったわけですけれども、発表の

前に突然――８時半か９時ごろだったと思い

ますけれども、中園課長から電話をいただい

て、こういう発表をするということでござい

ましたけれども、非常に我々の重みは何だっ

たのかなという感じがするんですね。40名以

上抱える自民党県議団が、やはり最終的に提

言をしたんですけれども、その中に、ただ電

話一本できょう発表しますというようなこと

は何だったんだろうかというような感じがい

たします。

多分、我々も蒲島知事を推薦して原動力に

なりましたけれども、それとは別として、や

っぱり議会が、これだけいろんな角度から議

論をしてやったことを変更するときの重みは

何だったのかということを理事にちょっとま

ず聞きたい。

○上野企業局長 私も、平成14年当時、この

撤去決定時におりました関係で、西岡委員と

はそのときからのおつき合いでございます。

今申し上げられましたことについて申し上

げますと、私どもの方は、14年の決定、この

当初の目標に向かって精いっぱい努力してま

いりました。22年の４月から、撤去に向かっ

て努力して、鋭意、先ほど総務課長が申しま

したけれども、変更のある中で、限られた予

算の中で、前知事が決められたその目標に向

かって、できるだけ引っ張って努力してきた

つもりでございます。

ところが、先ほど説明しましたように、ぎ

りぎりの段階でちょっと厳しいという状況が

出てきました。その段階で、じゃあ厳しいま
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までこのまま行ってしまったら、ダム事業で

すので、途中まで工事をやって、金がなくな

ったからストップというわけにはいきませ

ん。やるならば、取り壊すか、そのままする

かしかございません。そういう段階で、22年

３月末の水利権の更新期限の到来から考える

と、今の時期が一番、知事が申し上げました

ように、発表する時期だっただろうと思って

います。

その発表の仕方につきましては、選択とし

て２つ方法がございます。１つは、今西岡委

員が言われたように、凍結するか否かについ

ても表面に出して、そして、議会の皆さん、

それから地域住民の皆さん、いろいろな方に

議論していただくという方法がございます。

ただ、その場合、この限られた時間で――激

しい議論になると思います。その中で、果た

して整理がつくのか、そういう非常に疑問点

がございました。

それについて私は知事と話をしまして、今

回のケースの場合は、長く前の目標に向かっ

て引っ張ってきたという経緯と、今度は、後

ろ、未来からの、更新期限からの逆のタイム

スケジュール、これから見たら、一応撤去を

凍結するという結論をまず出して、そして、

その中で県議会の皆さん、それから地域住民

の皆さんにはいろいろ議論をしていただく

と、そういう方法しか時間的に無理かなとい

う判断をして、こちらの方を選択したという

ことでございます。

決して県議会の議論を無視してやったとい

うことではなくて、こういう時間の経緯の中

で、ぎりぎりまでやってきた中で、22年４月

から、じゃあどう動くかというのを考えたと

きには、こういう選択肢が一番短期間の間に

この問題は整理できるのかなということでさ

せていただきました。

○西岡勝成委員 党内にも――上野理事にも

私は言ったことがありますけれども、まだ選

挙前の段階で、財政がこれだけ逼迫すると、

しばらく撤去を延期するのも一つの方法論じ

ゃないかというような話も出ておりましたけ

れども、まあそれはそれとして、それなりの

理由がありますし、また対策もあります。

多分、この凍結をしたということは、９割

方撤去中止だという私たちは感覚でおります

けれども、そのためには、やはり特に環境対

策、漁業関係の対策、実際ヘドロ除去されつ

つありますし、覆砂のためにも、底にたまっ

た砂利、砂あたりも活用されてやっておられ

ますので、それはそれなりに認めるんですけ

れども、やっぱりそういう、要するに今まで

環境に対して影響してきとった部分を、いか

にソフトランディングといいますか、要する

にカバーしながら対策を打ち出さないと、知

事の最初の記者会見の発表を聞いております

と、ただ予算、金の話が前面に余りにも出過

ぎて、そればっかりで我々は議論してきたん

じゃないんだということを言いたかったんで

、 、すけれども その辺が余り前に出過ぎますと

この前も漁業団体お見えになっておりました

けれども――ダムによって影響はあります。

これは両面あると思いますけれども、その悪

い影響部分をどう除去していくのかという努

力はやはり最大限やりながら進めていかない

と不信感は除去できないと思いますので、そ

の辺はぜひ企業局努力をしていただいて、そ

して、私も、中園課長にも天草の方にも出て

きていただいて、組合長さんあたりにも説明

をしていただきましたけれども、やはり説明

責任というのは――まあ戦略的には言われた

こともわからぬでもないですけれども、その

後はきちっとした説明責任を果たしながらや

っていかないと、せっかくつくった知事を見

殺しにするようなことにならぬようにお願い

をいたしておきたいと思います。

○佐藤雅司委員長 八代海に対する海面の環

境負荷という観点から、企業局長。
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○上野企業局長 今おっしゃったとおり、そ

れは非常に重要でございます。

私どもが今計画しているのは、２本柱がご

ざいます。１つは、なぜ凍結という形に至っ

たかという基本的な理由、これは当然地元の

方にしっかり説明してやっていかなきゃいか

ぬと思います。

それと同時に、じゃあ撤去が非常に難しく

なったら、次善の策は何なのかと、それにつ

いて、今先生がおっしゃった、さっき総務経

営課長も申し上げましたけれども、今ある泥

土、それから砂れき、このあたりをどういう

形で下に還元したり取り除くか、そういう対

策、それから、ダムがもし継続ということに

なると、当然地域には迷惑をかけることにな

りますので、その地域にどういう形で貢献で

きるような策を講じられるか、この部分、だ

から、先ほど申し上げました、こういう結論

を出さざるを得なかった理由と、じゃあ次に

はどういう形で御理解いただくかと、この２

本立てでしっかり組み立てて、関係団体、そ

れから地域住民の方には御理解いただくよう

に説明会を開いてやっていきたいというふう

に考えております。

○鎌田聡委員 今、企業局長からお話をお伺

いしましたけれども、余りにもこの大きな政

策を転換していくに当たって、非常に乱暴だ

と思うんですよね。まず、撤去凍結という結

、 、論を出して そこから議論をしていくだとか

それはもう結論ありきの話であって、これま

でいろんなところで撤去方針見直しを求める

声が出ていたのかどうなのか。私は、少なく

とも、あんまりそういった声は議会の本会議

場で聞いたりだとか、流域住民から聞いたり

だとか、そういったことはなかったわけで、

そういった部分の民意をどうとらえて今回の

政策転換ということに至ったのか、教えてい

ただきたいと思います。

○上野企業局長 撤去というのを14年に決め

ましたけれども、それについて、今鎌田委員

が言われた、例えば大きい声でそれを見直す

べきだという声があったかというと、そこは

私もそんなのはなかったと思っています。た

だ、いろいろな関係者、例えば、端的に申し

上げますと、八代地区の農業関係者、このあ

たりについては、やはり荒瀬ダムは残してほ

しいという、そういう声は聞こえておりまし

た。ただ、具体的に、じゃあ要望活動があっ

たかというと、そういうところではございま

せん。

それから、どういう感じで唐突にこういう

大きいことを決めたかということでございま

すけれども、基本的な考え方は先ほど申し上

げましたけれども、この前知事も申し上げま

したように、凍結イコール継続の決定という

ことではございませんで、あくまで凍結する

と。ただ、知事も申し上げましたように、継

続の方向で行かざるを得ないだろうと思って

、 。 、いるから 自分は継続の方向なんだと ただ

これについては、結論は年内まで議論をして

いただいて、そこで最終的な結論を知事とし

て出すという形になっておりますので、凍結

イコール決定ということではございません。

ただ、時間的に余り、さっき言いましたよ

うに、後ろが限られていますので、半年程度

しかございませんけれども、その中でしっか

り議論をして、皆さん方に御理解いただくよ

うに、我々が鋭意現場にも行くし、いろいろ

な資料等を提示しながらやっていくというこ

とで、今組み立てております。

○鎌田聡委員 結論は継続じゃないと、今の

ところですね。そういう理解でいいかと思う

んですけれども……

○上野企業局長 結論は、継続ということも

決まっていない。そうすると、撤去というこ
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とも決まってなくて、知事の思いとしては、

継続する方向で再検討したいということをは

っきり申し上げておりますので、ただ、決定

じゃないということはここで申し上げられま

す。

、 、○鎌田聡委員 非常に手続的な部分で 私は

企業局の第２期経営基本計画の業績評価とい

うのも、これは18年度のやつを見させてもら

っているんですけれども、荒瀬ダム撤去計画

については、計画どおり進捗ということで、

Ａの評価を企業局自身されているんですよ。

そういった中で、余りにも急々にダム撤去計

画がいかぬというような判断をされるには、

非常にどの部分から、いつ時点から、まあこ

とし正月のこの費用の部分ですか、これから

考え方が変わったわけですか。

○上野企業局長 現実に、平成14年当時、日

本で初めてのケースでございますし、非常に

不透明な部分がございました。ただ、企業局

としては、限られた予算の中で、当初の目標

に向かって一生懸命、先ほど申し上げました

ように、やってまいりました。その中で、先

生方の――我々がわからない部分、例えば、

ここを撤去する場合には、こういう感じでこ

こはこうしないとちょっと危ない部分がある

じゃないかと、そういうのがいっぱい出てき

ました。それも既定予算の45億プラス７億、

このあたりでどうにか泳げないかということ

でずっと努力してきました。それについては

間違いございません。

したがいまして、18年当時、今委員が言わ

れたその部分のときは、まだ既定の概算の中

でどうにか努力してやりくりしようというこ

とで動いておりましたので、専門部会の先生

方にもそういう話をしていませんし、一応Ａ

でいくという形でやっておりました。

ただ、その時点から、先日大西先生も言わ

れたように、シミュレーションをしとくべき

じゃないかという考えも確かにございます。

ただ、その時点でシミュレーションして、そ

ういう、まあ危ないなというのを打ち出すの

が妥当かどうか、そういう判断を当時はして

いませんで、やはり当初の目標に向かって既

定の概算の中でどうにかやろうということ

で、職員一同、先生方と相談しながらやって

きたのは間違いございません。

それが現実に煮詰まってきまして、19年か

ら20年度、特に19年度末に球磨川の本流と支

流の砂れきと泥土を除去することになりまし

たけれども、その処理について、受け入れ先

との調整で、通常我々が考えているレベルよ

り高い要請がございました。それは、当然そ

の要請にこたえざるを得ない時分がありまし

て、その時点で明確に――はっきり申し上げ

ますと２億円程度、その泥土分だけで２億円

程度不足が出てまいりました。そういうのが

出てきた関係で、今までの不安部分もござい

ましたので、もう一回おさらいをしようとい

うことでやったのが、先ほど総務経営課長が

説明しました、平成20年度になってからの内

部の再シミュレーションでございます。

○鎌田聡委員 再シミュレーションを――か

なりの細かい数字があって、ちょっと細かく

私もわかりませんが、これのシミュレーショ

ンが、この試算が本当に正確なのかどうかと

いうのも、やっぱりひとつ精査をしなければ

ならないと思うんですね。どこかコンサルが

出されていると思いますけれども、それが１

社でいいのかどうなのか。１社でしょう、ど

こか決まったところでしょう。

○中園総務経営課長 このシミュレーション

は私どもの職員でやりまして、コンサルの方

には出しておりません。診断士の資格を持っ

ている職員等もおりますし、きちっとした、

また土木の職員の――そういったことをきち

っと根拠に置いてシミュレーションしたもの
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でございますので、私たちは、今の段階では

このシミュレーションは、今の時点での正し

いシミュレーションであるというように考え

ております。

○鎌田聡委員 先ほども発電事業の議論の中

であったんですけれども、非常に見込みがど

うなのかというのも考えていかなきゃならな

いと思います。これが不正確だとは言いませ

ん。言いませんけれども、しかしながら、事

業を仮に継続した場合に、先ほど説明があっ

たように、水力発電機の、ああいった設備の

交換をやる部分の60億、これが60億できちん

とやれるのかどうなのか。それと、確実に売

電料金で回収されるということをもう言い切

ってありますけれども、確実に回収されるの

かどうなのか、そういったものも、継続した

場合の費用が今回出されていないんですよ

ね。そことも比較しながら、財政問題が多分

メインになっていると思うんですよね、この

撤去を凍結しようという話は。だから、継続

した場合はもう少し細かい数字で示していた

だかないと、継続した場合には、ダム事業の

地元に対する交付金だとか、環境対策、先ほ

ど言われましたいろいろな環境対策もやらん

といかぬ、そういった費用も出てまいります

ので、そことの比較がこの資料だけじゃでき

ないので、そこは出ないんですかね、継続の

場合の。

○佐藤雅司委員長 これは技術的なこともあ

りますが、どちらでいきますか。じゃあ、中

園総務経営課長。

○中園総務経営課長 継続した場合には60億

円の改修費用が要るということでございま

す。全額内部留保資金で対応するということ

もございますけれども、これは改修費用につ

きましては現在総括原価主義、方式というの

がございまして、改修に要した費用というの

は、これは売電価格の方に反映できるという

仕組みになっております。例えば、仮に30億

円起債を起こして、あと30億円を自己資金で

やった場合も、きちっと一定の利潤を得なが

ら20年ぐらいかけて資金を回収していくと。

これは仮に改修費用が70億になっても、これ

は総括原価主義である限りは、きちっと電気

料金の方に反映されながら収入を確保できる

という仕組みになっておりますので、その辺

は今後きちっとしたものはお出しできると思

いますけれども、今の時点では、60億かかっ

たとしてもきちっと回収できる見込みである

ということでございます。

○佐藤雅司委員長 いずれにしても、これか

らこの数字が出ましたので、議論をやっぱり

展開していくということになるんではないか

なというふうに思っております。

○早田順一委員 今の続きなんですが、更新

費用が60億円ということで、30億円が起債と

いうことでありますけれども、確実に回収さ

れるということで断言されておられますけれ

ども、一般会計からの繰り入れということは

あり得ないですよね。そのちょっと確認をし

たいんですけれども。

○中園総務経営課長 撤去に要する費用の72

億円というのは、これはまさに内部留保資金

を使って撤去しますので、これはもう確実に

留保資金が減るということでございますけれ

ども、改修に要する60億円、これは仮に30億

円を起債で、あと30億円を自己資金というこ

とにつきましては、これは投資した分だけは

電気料金できちっと返していけるというもの

で、性格が違うものでございます。

○早田順一委員 もう間違いなく一般会計か

ら繰り入れをすることはないということです

ね。
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○中園総務経営課長 一般会計からの繰り入

れはございません。

○早田順一委員 それと、先ほど企業局の方

、 、で 今回のことで判断をされたということで

代表質問の方の答弁で、４月から５月にかけ

て局内で整理し、知事に説明をしたというこ

とで御答弁をされておられますけれども、３

月17日に第９回の荒瀬ダム対策検討委員会と

いうのが開催をされておりまして、そこの場

面では何ら議論がされてないということでご

ざいました。

この騒動に至っては、知事の記者会見が発

端だったんですけれども、企業局の報告を受

けて、ほかの関係部局の部長たちは知らずに

受けて記者会見をされたのに、そのときにど

うして局長が立ち会っていなかったのか、ち

ょっとその辺をお聞かせいただきたいと思い

ます。

○上野企業局長 確かに、大西先生が、私が

責任者なのにどうして同席しなかったかと言

われました。そこについては、私も、若干そ

うだったのかなという気持ちもありますけれ

ども、基本的には、私自身の基本的な考え方

は、知事がいろいろなことをする場合、それ

は一番事務的に整理している担当課長が当然

同席して、知事から、この部分についてどう

かと聞かれたときには、担当課長が後ろでレ

クをするというのが基本と思っていますの

で、今回も両課長を一応記者会見には同席さ

せたということでございます。

○早田順一委員 ３月17日のこの会議の内容

をちょっと見させていただきましたけれど

も、非常に坂田市長とえらい激しく何かもめ

られている議事録を見させていただきまし

た。それはどうしてなのでしょうか。

○上野企業局長 ここで言っていいのかちょ

っとわかりませんけれども、私どもの方は、

３月17日の会で、先生方にお願いしているの

は、要するに技術的な部分、例えば撤去する

とした場合どういう工法でやるのか、その場

合どういう影響が出るからどういう形で対策

を講じるか、それを先生方にずっと平成15年

からお願いして、そして、大体19年度で完結

という形でやっていました。そして、それが

一応まとまったので、３月17日の会議ではそ

こを御了解いただくということで組み立てま

した。

坂田市長は、そのとき――そこはわかって

おられるだろうと思いますけれども、地域の

要望をいっぱい出されていました。そして、

その地域の要望については、私どもの方は、

それはもう行政同士の話で処理すべき案件だ

から、この部会の専門委員会の技術的な部分

の終結とは別だろうということでやりまし

た。私はそういう主張をしました。市長さん

は、いや、やっぱり市の要望を聞いてもらう

には、こういう委員会が存続せぬと自分たち

が立場上弱いと、だから、ぜひこの委員会を

解散させないでくれということで、ちょっと

見解の相違があってああいう形の議論になっ

たわけでございます。

○早田順一委員 本当に言葉を見よったら、

ぬしゃ何とかとか、いろいろ激しい言葉が、

うそつきのどうのこうのとか、そういう激し

い議論がされているんですけれども、この時

点で別に――技術的なことだけだったのかも

しれませんけれども、今回の議論というのは

何もなされてないわけですよね。

思うに、この会話を聞いているだけで、何

か以前からもういろいろ――私はわかりませ

んけれども、以前からいろいろ何か市長と企

業局長の間で何かもめていたという話も聞い

たことがあるんですよ。

今回の知事に対していろんな――４月から
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５月の間に。１カ月後に――説明をされたと

きに、そういった感情とか、そういうのは局

長自体は入っていなかったんですか。

○上野企業局長 八代の坂田市長とのいろい

ろその部分は、撤去云々じゃなくて、撤去し

た場合には地元の人が――ダムの堰堤を道路

みたいに使っていますので、ダムがなくなっ

たら通れなくなると、その橋を、まあ補償と

いうわけじゃないんですけれども、県でつく

ってくれないだろうかという要望でございま

した。

それについては、私自身は、当初から、そ

れはむしろ県がすべきものじゃないだろうと

いうことで、そこで、いや、これは県がすべ

、 、 、きだ いや それは県じゃなくて市がやって

それについて県が助成するのが妥当じゃない

か、そのあたりのやりとりでずっとやってい

ました。

それが、最初その議論が激しくなったのは

平成18年の４、５月ごろの委員会です。その

場で厳しい意見の交換があったのは市長と県

立大学の先生なんですよ。その中で議論があ

って、それを私たちが引き取って、これは市

長さんと企業局で話し合いをしましょうとい

うことで引き取って、そして今回の、先ほど

言われた３月17日のその席上までに結論が出

、 、ていなかったので 市長さんが強く言われて

委員会については継続せぬと自分たちの立場

、 、上は厳しいということを言われたので 私は

それはおかしいんじゃないかということでい

ろいろ話になったわけでございまして、それ

をベースに、うちの知事に、橋の問題がある

から凍結した方がいいんじゃないかと言うこ

とはございません。

あくまで基本的に我々の方が、３月下旬の

工事の締め切りのときからのオーバー分、そ

れから、４月になってからの庁内で整理して

、 、議論したその段階をベースにして 知事には

難しいよと、どうしますかと、これならなか

なか局としては対応できませんけれどもとい

うことを話しましたので、市長さんとの云々

かんぬんが今度の結論になったということは

100％ございません。

○早田順一委員 継続になろうが撤去になろ

うが、地元とそういう激しいもめごとという

、 。のは やっぱりしてほしくないわけですよね

だから、今後とも、どっちの方向になろうと

も、やっぱりきちんと地元の方と、特に坂田

市長とは、ぜひ冷静になってお話をしていた

だきたいというふうに思っております。

それと、もう１点が、今回いろんな資料が

出てきておりますけれども、先ほど西岡先生

が申されましたけれども、環境に影響するデ

ータ、そういうのがやっぱり少のうございま

、 、すので ぜひそういうのをお示しいただいて

環境の面をどうするのか、そういったことを

ぜひ提出していただきたいと思います。

ちょっと聞いたあれなんですけれども、遥

拝堰の下に何かアユの産卵場を再生しようと

している話をちょっと聞いたんですよ、水産

。 、振興課とか球磨川漁協さんと一緒に だから

そういうアユの影響というのもいろいろある

かと思いますので、その辺もぜひお示しをし

ていただきたいというふうに思います。

○佐藤雅司委員長 １つは、地元とよろしく

やっていただきたいということですね。よろ

しいなら円滑に話を進めていただきたいと…

…

○上野企業局長 一言だけ。

早田先生はちょっと御存じないかもしれま

せんが、私も、この荒瀬ダムがある坂本出身

でございますし、坂本については非常に思い

入れがあります。もちろん、坂田市長は首長

ですから思い入れは強いと思いますけれど

も、私自身も地元に対する思い入れはござい

ますので、そこはお互い、意思のそういう部
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分はあるんですよ。ただ、先ほど言いました

基本的なところの部分で見解の相違があった

だけでございますので、そのあたりは市長さ

んと話をしてうまくやっていきたいと思って

おりますので。

○早田順一委員 地元が考える地元の方々

と、県が考える地元の方々というのが何かち

ょっと食い違っているような気がするんです

よ。だから、坂本出身の局長も、坂田市長の

地元も多分同じと思うですたいね。だから、

その辺を地元の食い違いがないように、ぜひ

お願いしたいと思います。

○佐藤雅司委員長 要望でございますから

ね。要望をすると。

それから、次には、いわゆる環境について

の、いろんな魚類あたりについての資料もお

出しいただければと。関係各課と十分そうし

たところは打ち合わせをされて、そうしたデ

ータも持ってきていただきますようにお願い

したいと思います。

ほかに。

○鎌田聡委員 済みません、今ちょっと橋の

話を聞いていて感じたのですが、撤去費用は

72億円の見込みになったということで、知事

がよく言われるのは、100億100億と言われる

んですよね。これは橋も入った金額で言われ

ているんですかね。

○上野企業局長 仮に県がするとしたらとい

う前提つきです。

○鎌田聡委員 だから、そういった部分で、

非常に100億という数字がひとり歩き――知

事が言えばやっぱりそうなるんですよね。だ

から、その部分はきちんと、72億プラスのこ

ういったもの、こういったものということで

言っていただかないと、いろんな誤解もまた

招くと思いますし……

○上野企業局長 私は、知事と２人で話すと

、 、 、きは 知事には 100億円は余り言わないで

72が今確定した数字だから、ここをお願いし

たいと強く言っていますので。

○佐藤雅司委員長 そこはよろしくお願いし

ときます。

ほかに。

○鎌田聡委員 先ほども言いましたように、

きょうは出ていませんが、事業継続の場合の

費用、そこをもう一回きちんと見積もって出

、 、していただきたいですし 維持管理費だとか

発電整備するとき交換してどのくらいもつの

か、ダム本体の耐用年数がどのくらいあるの

か、先ほど話がありましたいろんな環境対策

みたいな部分が幾らかかるのかと、地域振興

費というのは、どのようなメニューをどのく

らいやっぱり必要と――ダムを維持した場合

。 、はですね どういったものが考えられるのか

そしてまた、その財源だとか、地元に払う交

付金だとか、そういったのもあると思います

ので、そういったものをやっぱりすべて出し

ていただいた上で、本当の意味でどちらが―

―財政的にですね。環境的にはダムを継続す

るとだめだと思いますが、財政的にどうなの

かという比較はしていかなきゃならないと思

いますので、そこは出してもらうようにお願

いします。

○佐藤雅司委員長 それじゃ、そうした比較

も今後からやっていくと、十分先ほどの資料

等も含めて、ひとつまた出していただきます

ようにお願いしときます。

それじゃ、よろしゅうございますか。

(「はい」と呼ぶ者あり)

○佐藤雅司委員長 それでは、これで報告に

対する質疑を終了いたします。
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最後に、その他でございますが、せっかく

の機会でございますので、委員の先生から何

かございませんか。

(「ありません」と呼ぶ者あり)

○佐藤雅司委員長 なければ、以上で本日の

議題は終了しました。

最後に、陳情、要望書等一覧表のとおり、

要望書１件が提出されておりますので、参考

としてお手元に写しを配付しております。

それでは、これをもちまして本日の委員会

を閉会いたします。本当にお疲れさまでござ

いました。

午後１時１分閉会

熊本県議会委員会条例第29条の規定により

ここに署名する

経済常任委員会委員長


